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管内一酪農場における乳質改善の取組 

 

○ 岩本雪乃、松下彩、桑本亮  

(松本家畜保健衛生所) 

 

要約 

 

管内 A 農場において、令和 5 年 7 月の乳業メーカー受入れ検査で「耐熱性菌が増加した。」

と、所属する農業協同組合（以下、農協）へ通知があり、同一検体を当所で検査したところ、

5,600CFU/ml の耐熱性菌を分離した。しかし、A 農場の諸検査では先の耐熱性菌が分離されず

原因特定に苦慮。一方、集乳車のオートサンプラーから採材した A 農場のバルク乳から、先の

耐熱性菌に類似した細菌を分離した。集乳ルートを調査し、A 農場の一つ前に集乳を行う管内 B

農場で、令和 5 年 5 月（以下、前期）の酪農生産性向上対策事業に係るバルク乳検査（以下、

定期バルク乳検査）で 104,000CFU/ml の耐熱性菌が分離されていたことから、B 農場の保存サ

ンプルの細菌検査を実施したところ、先の耐熱性菌に類似した細菌を分離した。このことから、

B 農場の耐熱性菌が集乳車に残留し、A 農場の乳業メーカー受入れサンプルを汚染したものと推

察した。B 農場への立入りでは搾乳システムに汚れの蓄積が確認されたため、搾乳体系の改善指

導を所属農協の担当者と共に実施した。指導後、B 農場のバルク乳から耐熱性菌は分離されてお

らず、A 農場の乳業メーカー受入れ検査でも耐熱性菌は問題にならなくなった。引き続き、B 農

場のモニタリングを実施する予定である。本事例は、集乳車を介した乳汁汚染の改善事例であっ

た。 

 

１. 背景及び経過 

 耐熱性菌とは、乳汁を 63℃30 分加熱処理

した後に分離される細菌のことであり 1)、搾

乳システムの洗浄水の温度不足や酸性洗剤の

濃度不足によって搾乳機器に蓄積し、バルク

乳中に混入する。これらの菌は、72℃15 秒

間のパスチャライズ処理 2)では残存し、低温

殺菌牛乳の風味に悪影響を及ぼしてしまうこ

とが知られている。 

令和 5 年 7 月に、パスチャライズド牛乳

の製造を行う X 乳業メーカーの管内 A 農場

における受入れ検査で「耐熱性菌が増加して

いる。」と所属農協へ通知があった。 

 当所では、定期バルク乳検査を 5 月から 6

月にかけてと、10 月から 11 月にかけての年

2 回実施しているが、A 農場の耐熱性菌の結

果は過去 2 年間において、いずれも問題と

なってはいなかった。 

このことを受け、所属農協と耐熱性菌数増

加の原因調査を開始した。 

２. A 農場の調査 

(1)材料と方法 

 X 乳業メーカーの受入れ検査で使用された

同一検体（以下、同一検体）、バルクタンク

及び集乳車のオートサンプラー（図１）から

採材したバルク乳、バルクタンク上の埃の滅

菌生理 食塩水 （大 塚生食 注 , Otsuka 

Pharmaceutical Factory, Inc., 鳴門）10 倍

希釈液、搾乳システムの洗浄後に残った水を

材料として用いた。 

 これらの検体を、63℃30 分加熱処理した

後に 5%ヒツジ血液加寒天培地（TSA II 5% 

Sheep Blood Agar M, Nippon Becton 

Dickinson Company, Ltd., 東京）に 25μl

塗布し、37℃で 48 時間好気培養して発育し

た細菌を分離した。なお、一部の細菌につい

て は rapid ID32 STREP （ bioMérieux 

Japan Ltd., 東京）を用いて菌種同定を実施

した。
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図１ 集乳車のオートサンプラー 

 

(2)検査成績 

 同一検体からは5,600CFU/mlのレンサ球

菌様のグラム陽性球桿菌が分離され、菌種同

定を実施したところ、耐熱性レンサ球菌の一

種であるStreptococcus Salivarius subsp.  

thermophilus3)（以下、S. thermophilus）

と同定された。その他の結果は表１に示すと

おりであるが、同一検体と性状の似ている細

菌が分離された検体は、集乳車のオートサン

プラーから採材したバルク乳のみであった。 

 

表１ A農場の細菌検査の結果 

 

(3)小括 

 A 農場内で採材した検体からは初めに問題

となったグラム陽性球桿菌は分離されず、集

乳車のオートサンプラーからの採材検体のみ

類似した性状の細菌を分離した。従って、原

因は A 農場の中ではなく、集乳ルート上に

ある可能性が示唆された。 

 

 

３.集乳ルートの調査  

 集乳ルートは図 2のとおりであった。 

 A 農場の前には、別の農協に所属している

B 農場の集乳が行われ、その後、超高温殺菌

牛乳を製造する Y 乳業メーカーで生乳の受

渡しが行われていた。 

 B 農場の直近の乳質を確認したところ、令

和 4 年においては東海酪農業協同組合連合

会（以下、東海酪連）の規制基準において A

判定以上であったが、令和５年前期に実施し

た定期バルク乳検査では 104,000CFU/ml の

耐熱性菌が分離されており、同年５月の東海

酪連による検査でも細菌数の増加により乳価

が減額されていたことが判明した。また、B

農場集乳後の Y 乳業メーカーでの生乳受渡

しの際に集乳車の洗浄は実施されていなかっ

たことも判明した。 

 このことから、B 農場について調査を開始

した。 

図２ 集乳ルート 

 

４.B 農場のバルク乳検査 

(1)材料と方法 

 前期に実施した定期バルク乳検査の保存検

体と、8 月に新規採材した検体を材料として

用いた。いずれも B 農場内のバルクタンク

から直接採材を行ったバルク乳である。 

 これらの検体を、63℃30 分加熱処理した

後に 5%ヒツジ血液加寒天培地（TSA II 5% 

Sheep Blood Agar M, Nippon Becton 

Dickinson Company, Ltd., 東京）に 25μl

塗布し、37℃で 48 時間好気培養して発育し

た細菌を分離した。なお、一部の細菌につい

ては rapid ID32 STREP （ bioMéri-eux 

Japan Ltd., 東京）を用いて菌種同定を実施

した。 
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(2)検査成績 

 前期の定期バルク乳検査の保存検体からは

20,000CFU/ml 以上のグラム陽性球桿菌が分

離され、 8 月の新規採材検体からは

109,120CFU/ml のグラム陽性球桿菌が分離

された。これらの細菌について菌種同定を実

施したところ、いずれも A 農場の乳業メー

カー受入れ検査で問題となった細菌と同じ

S. thermophilusと同定された。 

 

(3)小括 

 B 農場は前期の定期バルク乳検査で多数の

耐熱性菌を分離しており、その保存検体と 8

月の新規採材検体から、A 農場と同種の耐熱

性菌を多数分離した。また、B 農場集乳後の

Y 乳業メーカーでの生乳受渡しの際、集乳車

の洗浄は実施されていなかった。 

このことから、B 農場の耐熱性菌が集乳車

に残留（図 3）し、A 農場の乳業メーカー受

入れサンプルを汚染したものと推察した。 

 

図 3 集乳車の集乳ホース内に残留した生乳 

※写真はB農場集乳後とは別のものである。 

 

５.B 農場への立入り調査 

(1)搾乳システムの洗浄方法 

 一般的な搾乳システムの洗浄方法 4)は、ぬ

るま湯または水を用いた搾乳前の殺菌・すす

ぎと搾乳直後のすすぎ、70℃以上の温水を

用いたアルカリ洗浄、そして約 3 日に 1 回

の頻度でアルカリ洗浄後に実施する 70℃以

上の温水を用いた酸性洗浄である（図４）。

一方、B 農場の洗浄方法について聞き取りを

実施したところ、搾乳前の殺菌・すすぎが省

略され、酸性洗剤についても使用していない

ことが判明した（図 5）。 

図 4 一般的な搾乳システムの洗浄方法 

 

 

図 5 B農場の搾乳システムの洗浄方法 

 

(2)搾乳システムの汚れの確認 

ミルククローのゴムパッキンは劣化し、汚

れが付着していた(図 6)。レシーバージャー

の蓋は、傾けた際に洗浄後に残っていた乳汁

の滲み漏れが確認され、内部のパイプには汚

れが付着していた(図 7)。フィルターソック

スも交換されておらず、さらに 2 重に被せ

て使用されていたフィルターとその留め具に

も汚れがあり、バルクタンク内部にも汚れが

付着していた。 

 

図 6 ミルククローのゴムパッキンの汚れ 
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図 7 レシーバージャー内部の汚れ 

 

(3)汚れの細菌検査 

ア 材料と方法 

 ミルククローに付着していた汚れ、レシー

バージャー内部のパイプ部分に付着していた

汚れ、乳頭清拭用タオルの表面を、滅菌綿棒 

（No.103, Osaki Medical, Ltd., 名古屋）を

用いて拭き取り、得られた汚れを 2.5ml の

0.01MPBS, pH7.2～7.4（FUJIFILM Wako 

Pure Chemical Corporation, 大阪）に溶か

し、63℃30 分加熱処理した後に 5%ヒツジ

血液加寒天培地（TSA II 5% Sheep Blood 

Agar M, Nippon Becton Dickinson 

Company, Ltd., 東京）に 25μl 塗布し、37

℃で 48 時間好気培養して発育した細菌を分

離した。なお、一部の細菌については rapid 

ID32 STREP（bioMéri-eux Japan Ltd., 東

京）を用いて菌種同定を実施した。 

 

イ 検査成績 

上記の検体のうち、レシーバージャー内部

のパイプ部分に付着していた汚れから B 農

場のバルク乳中に確認されていた細菌と同種

の S. thermophilus を 131,040CFU/ml 分離

した。その他の結果については、表２に示す

とおりであった。 

 

表 2 拭き取り検体の細菌検査の結果 

 

６.B 農場の搾乳システム改善の取組 

(1)改善の取組 

 以上の結果から、B 農場の搾乳体系の改善

指導を所属農協の担当者と共に 8 月から 12

月にかけて実施した。 

 特に多くの汚れが確認されたミルククロー

及びレシーバージャーについては分解洗浄を

行い、濃度を高めたアルカリ洗剤などで手洗

いを実施した。また、機器の点検と各部品に

おけるゴムパッキンの交換を実施した。さら

にフィルターソックスの交換を行い、2 重に

被せて使用されていたフィルターと、その留

め具を撤去した。各酪農洗剤の外箱には 1

回の使用量を大きく追記し、適正使用の指導

を行った。 

 取組の結果、ミルククローのゴムパッキン

は新品に交換されたことで汚れは確認されな

くなり、レシーバージャー内部も洗浄を実施

したことで、12 月時点で汚れは確認されな

くなった（図 8）。 

 

 

図 8 ミルククロー及びレシーバージャーの 

     汚れの変化 

 

(2)改善後の経過 

 搾乳システム改善の取組実施後、B 農場の

バルク乳中の耐熱性菌数は、8 月時点では

109,120CFU/ml であったが、10 月以降の検

査では０CFU/ml となり、乳価に関する減額

も消失した。 

 A 農場においては、令和５年後期の定期バ

ルク乳検査で耐熱性菌数は 40CFU/ml とな

り、A 農場の乳業メーカー受入れ検査でも問

題にならなくなった。 
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７.総括 

 本事例は、前農場の汚れが集乳車を介して

次農場の乳業メーカー受入れサンプルを汚染

したと推察される事例であった。その後、B

農場が所属する農協の担当者と連携を図りな

がら農場へ立入りを行い、搾乳システムの点

検と分解洗浄を実施したところ、バルク乳中

の 耐 熱 性 菌 数 を 109,120CFU/ml か ら

0CFU/mlに減少させることができた。 

 乳質改善に取組む際、農場内で原因を発見

できない場合は、農場外など別の視点に目を

向けてみることが必要と気付かされた事例で

あった。本事例は搾乳システムの洗浄の基本

が守られていなかったために発生したもので

あることから、洗浄手順の順守が大切である

ことが再確認された。また、所属農協の担当

者などと連携を図り、その上で継続的に農場

のフォローアップにあたることも重要であっ

た。 
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規模拡大した酪農場に対する生産性向上への取り組み 

 

〇林 陽子、佐藤 聖子、小松 浩、後藤 義明、青木 一郎 

                                              （長野県伊那家畜保健衛生所） 

 

要 約 

管内 1酪農場では、後継者の就農希望のため、令和２年から畜産クラスター事業等を活用し規

模を拡大した。増頭や機械導入により、乳量は増加し、作業は効率化され、自給飼料耕作面積が

拡大した。しかし、導入牛の死亡、廃用、バルク乳の黄色ブドウ球菌(SA)数が増加するなど、増

頭による課題が確認された。そこで、家畜保健衛生所（家保）では主に酪農生産性向上対策事業

を用いて支援した。生乳品質、乳質の改善では個体乳全頭細菌検査を実施し、SA 陽性牛の特定、

SA 対策として牛の並び替えを提案した。その結果、令和５年後期バルク乳検査で SA は検出され

なかった。飼養環境の快適性向上指導では、風量及び牛舎内温度を測定した。牛群ドックでは代

謝プロファイルテスト、飼料給与診断及び飼料分析を実施し、飼料給与状況について検討した。

繁殖性の向上では、診療獣医師と連携して繁殖検診を実施した。今後も関係機関や診療獣医師と

連携し支援を続け、農場の生産性向上を図って行きたい。 

 

１ はじめに 

今回主に、増頭により規模拡大を図った酪 

農場において、生産性向上への取り組みを実 

施したのでその概要を報告する。 

 

２ 農場概要と課題 

飼育形態は対頭式つなぎで、従事者は農場 

主、奥さん、後継者の息子さんの3人で家族

酪農経営を行っており、自給飼料はとうもろ

こし、チモシー、オーチャード、イタリアン

ライグラスを生産している（表１）。 

 

表１ 農場概要 

 

平成28年、ご夫婦２人で高齢ということ

もあり、経産牛を18頭ほどに減らしていた。

しかし、当時息子さんが就農を希望してい

たため、令和１年までは自己資金で牛の導

入を行い、令和２年からは２年間畜産クラ

スター事業を活用し、令和２年29頭、令和

３年22頭の導入を行った。導入牛は、初妊

牛よりも経産牛の割合が多いことが特徴的

である（図１）。 

 

    図１ 飼養頭数の推移 

 

また、同事業により増頭だけでなく搾乳ユ

ニット、送風ファンを入れ替え、中小酪農経

営等生産基盤維持強化対策事業を活用し、自

給飼料生産拡大のためトラクターを導入した。

（表２）。 

 

 

トラクターの導入により作業効率が上がり、

料耕作面積の拡大が可能となった。また、イ

タリアンライグラスを裏作として栽培するこ

表２ 活用した補助事業 
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とで、自給飼料生産の延べ面積が令和２年

13haから令和５年 27.7haと拡大した（図

２）。 

増頭によりここ数年、目標であった搾乳牛 

50頭規模の維持ができており、出荷乳量だけ

でなく、１日あたりの平均個体乳量も令和１

年22.42㎏から令和５年29.4㎏に増加した（表

３）。 

 

図２ 自給飼料生産面積の拡大 

 

 

 

 しかしながら、家保で年２回行っている

バルク乳細菌検査において、令和２年と令和

３年に黄色ブドウ球菌(SA)数や環境性ブドウ

球菌（CNS）数 が増加、また、導入牛の死亡、

廃用が増加するなど、増頭による課題が表れ

てきた。導入後１～２年で死亡や廃用がみら

れ、その多くは導入経産牛であった。 

特に令和４年は死亡４頭、廃用９頭と多く、 

飼養形態がフリーストールからつなぎに変更

となるなど、環境の変化によるものと推測さ

れた（表4）。 

 

 

 

３、課題・解決への取り組み 

家保では令和５年度、酪農生産性向上対策

事業活用し、以下 4点について支援した。 

 

（１） 生乳品質・乳質の改善 

個体乳細菌検査を全頭行い、SA牛を特定

し、SA陽性牛の分房別細菌検査と分離され

た SAの薬剤感受性試験を行った。CNSが多

い個体についても同様に、薬剤感受性試験ま

で実施した。 

その結果、全頭の個体乳細菌検査で、51

頭中９頭、分房別細菌検査で 34 分房中 10分

房から SAが検出された。SAが検出された

６頭中、５頭が導入牛であった。 

牛舎内には SA 陽性牛６頭が点在していた

ため、SA 対策として SA 陽性牛の搾乳順番が

最後となるように牛の並び替えを行った。ま

た、繁殖成績を考慮しながら SA 陽性牛を優

先的に更新する計画とした。 

その結果、令和５年後期のバルク乳検査で

は SAは検出されなかった（図３）。 

 

 

 

（２）飼養環境の快適性向上指導 

令和４年畜産クラスター事業により送風フ

ァンを増設したため、飼養環境の快適性向上

指導の一環として環境測定を行った。 

測定方法は温湿度風速計を用いて、ファ

ンの周囲、出入口、通路など 18 ヶ所の風量

測定を行った。また、牛舎内奥に温湿度ロ

ガーを設置し、牛舎内温度を測定した（表

５）。 

その結果、ファンの真下では風の当たる

場所が少なかったが、それ以外の場所では適

度な風量が確認された。また検討会では、来

年度に向けて天井温度冷却のため、屋根にス

プリンクラー２台の増設を提案した（図４）。 

 

表３ 乳量の推移 

表４ 導入牛の死亡、廃用頭数 

図３ SA の対策と結果 
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表５ 飼養環境の快適性向上指導 

 

 

 

 

（３）牛群ドック 

家保と農業農村支援センターが連携し、牛

群ドックを実施した。代謝プロファイルテス

トは家保、農業農村支援センターは飼料分析、

飼料給与診断を行った。飼料分析には自給飼

料のオーチャード、チモシー１番草の混播と

チモシー１番草を用いた。 

ボディコンディションスコアはバラつきが

あり、BUNは泌乳中期高値を示した。早期胚

死滅や流産の可能性があるため、給与飼料の

見直しを提案した。A/G 比は泌乳中後期に低

く、蹄葉炎や乳房炎など慢性炎症が疑われた。

βカロテンは、泌乳中後期低い傾向を示した

（図５）。 

飼料分析では NDF、ADFが高く、TDNが低

い結果となった（図６）。刈り遅れの可能性

があるため、次年度からの改善を提案した。 

 

図５ 代謝プロファイルテスト結果 

 

 

図６ 飼料分析結果 

 

（４）繁殖性の向上 

分娩後 20日のフレッシュチェックと、 

受精後 28～30 日の早期妊娠診断を診療獣医

師が行い、受精後 40～60 日の妊娠診断は家

保が月 1 回程度農場を訪問し、繁殖検診を実

施した。 

令和３年から診療獣医師と連携し妊娠診断

をダブルチェックすることで、胚の死滅、流

産など早期に対応することができた。 

平均空胎日数は 180日と伸びていたが、今

年は 160 日まで短縮した。また、平均受胎率

は令和１年 38.2％であったが、令和３年以

降 50％以上を維持している（図７）。 

 

 図７ 繁殖成績 

 

４、まとめ 

当該農場は、後継者の就農希望により令和

２年から増頭や機械導入を行い、その結果、

自給飼料生産や乳量は増加した。しかし、

増頭により乳房炎、死廃牛の増加などの課

題がみられた。 

そのため、家保だけでなく、関係機関や診

療獣医師と連携し、多方面からの支援を実施

した。今後も活用できる事業を提案し、関係

機関と連携しながら農場の生産性向上を図っ

ていきたい。 

 

図４ 風量測定結果 
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管内 1 酪農場における牛伝染性リンパ腫抵抗性遺伝子の保因と感染状況 

 

〇 坂本英優、中島純子 

（飯田家畜保健衛生所） 

 

要約 

 

 平成 30 年～令和 5 年にかけ管内 1 酪農場のホルスタイン種 161 頭の牛伝染性リンパ腫 BoLA-

DRB3（遺伝子型）を解析。抵抗性 40 頭、感受性 51 頭、非抵抗性・非感受性 70 頭で、抵抗性は

3 種、感受性は 2 種の遺伝子を確認。EC の鍵判定による持続性リンパ球増多症（PL）牛は抵抗性

9 頭、感受性 21 頭。血中プロウイルス遺伝子量(ウイルス量)が 10000copies/100ngDNA 以上を示

した高リスク牛は抵抗性 6 頭、感受性 32 頭。PL 及び高リスク牛は感受性牛に多い一方、抵抗性

牛にも存在。また、令和 4 年度 8 カ月齢以下子牛 28 頭中陰性 27 頭、うち 16 頭の母親が高リスク

牛だったが垂直感染は確認されず、初乳加温の有効性も示唆。防虫ネット設置や超高リスク牛の優

先淘汰等を実施すると、令和元年 12 月から令和 5 年 10 月にかけ農場陽性率は 82％から 62％、陽

性牛における高リスク牛割合は 26％から 13％に減少。当該農場はフリーストール、夏季育成牛預

託で水平感染対策が困難だが、ウイルス量等の継続調査による高リスク牛把握は清浄化対策の一

助として有効と推察。 

 

１ はじめに 

牛伝染性リンパ腫は牛伝染性リンパ腫ウイ

ルス（以下、BLV という）が原因の届出伝染病

で、発症するのは数％と多くの牛は感染しても

無症状なものの、一度感染したら生涯ウイルス

を保有して感染源となる。そのため、農場の清

浄化には感染を拡大させない対策が必要とな

る。 

対策としては、吸血昆虫対策や初乳の加温殺

菌等の物理的伝播予防と合わせ、感染源となる

リスク牛の摘発や隔離等が重要であり、そのた

めに陽性牛および陰性牛の把握、リンパ球数や

ウイルス量の測定に加え、最近では抵抗性また

は感受性遺伝子保因牛の調査が注目されてい

る[1～5]。 

今回、当管内の１酪農場で、抵抗性・感受性

遺伝子の保因と BLV 感染状況を調査したので、

その内容を報告する。 

２ 調査方法 

(１) 農場の概要及び調査頭数 

調査農場はホルスタイン種乳用牛を約 100

頭（うち搾乳牛 約 60 頭、後継牛自家育成）飼

養しており、飼養形態はフリーストールである。 

調査は平成 30 年から令和 5 年の 6 年間に飼

育されていた計 161 頭について行い、毎年夏前

と越夏後の 2 回一斉採血を実施した。 

各回の採血頭数は表１のとおりで、1 頭あた

りの採血回数は１回～12 回(平均 5.5 回)であ

った。 

表１ 採血頭数 

 

(２) 検査項目 

(ア) 遺伝子型 

調査牛全頭を対象に、BoLA-DRB3 遺伝子タ

イピング法により実施した。なお、検査はジェ

ノダイブファーマ(株)に委託した。 

ウシゲノムの BoLA-DRB3 遺伝子座に、抵抗

9



性の対立遺伝子（以下、アレルという）を保有

する牛は BLV に感染しても低いプロウイルス

量を維持し、感受性のアレルを保有する牛はウ

イルス量が高値を示すといわれている[1]。今

回の調査ではアレルの保因状況により飼育牛

を抵抗性、感受性、非抵抗・非感受性の 3 つの

遺伝子型に振り分けた（表２）。 

表２ アレルとプロウイルス量、遺伝子型の関

係 

 

(イ) 感染状況 

年 2 回の調査時における感染状況（陽性率）

を把握するため、農場の既知抗体陰性牛及び未

検査牛について約７カ月齢以上の牛は ELISA

法による血清抗体検査を、約７カ月齢未満の若

齢牛はネステッド PCR 法による BLV 特異的

遺伝子検査を実施し、陰性牛頭数を調査し陽性

牛の摘発を行った。 

(ウ) 持続性リンパ球増多症（PL）判定 

採血牛全頭を対象として、リンパ球数から

EC の鍵（表３）を用い、陽性、擬陽性、正常

を判断した。6 年間の調査で牛により採血回数

が異なるため、判定基準は、複数回実施した検

査における陽性または擬陽性の発生率が 50％

以上であったものを PL と判定した（表４）。 

 

 

 

 

 

表３ EC の鍵 

 

表４ PL 判定基準 

 

(エ) 血中プロウイルス遺伝子量測定 

抗体陽性牛を対象に、リアルタイム PCR 法

（TaKaRa（RC201A/202A)）により検査を実施

した。 

血中プロウイルス遺伝子量（以下、ウイルス

量という）については、文献や報告により判定

基準が異なる[2，6，7]ため、本調査では複数回

実施した検査における最大値をもとにリスク

判定を行った。ウイルス量が 100 ngDNA あた

り１万コピー以上を高リスク牛とした（表５）。 

表５ 感染源リスク判定基準 

 

３ 調査結果 

(ア) 遺伝子型 

飼育牛 161 頭の内訳は抵抗性 40 頭、感受性

51 頭、非抵抗・非感受性 70 頭であった。 

抵抗性アレルは３種４パターン、感受性アレ

ルは２種４パターンの組合せが確認された（図

１）。 
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図１ 遺伝子型調査結果 

(イ) 感染状況 

血清抗体検査、BLV 特異的遺伝子検査の各

回の検査頭数及び陰性頭数は表６のとおりで

あった。 

表６ 感染状況調査結果 

 

(ウ) PL 判定 

抵抗性では PL４頭、非抵抗・非感受性では

PL６頭と、それぞれの 10％程だったのに比べ、

感受性では PL21 頭、41％と多い傾向であった

（図２）。 

 
図２ PL 判定調査結果 

(エ) ウイルス量測定によるリスク判定 

高リスク牛は陽性牛 113 頭中 46 頭おり、遺

伝子型別では感受性が 32 頭と、抵抗性６頭、

非抵抗・非感受性８頭に比べ特に多い傾向であ

った（図３）。 

また、抵抗性牛の内訳は、低リスクに 30 頭

中 19 頭と、半数以上の牛が該当したものの、

高リスク牛が６頭 20%存在し、そのウイルス量

は最大で約１万５千以上から６万と極めて高

い値を示した牛もいた（表７）。 

 
図３ ウイルス量測定によるリスク判定調査

結果 

表７ 抵抗性牛の内訳 

 

４ 子牛の感染と母牛の感染源リスク 

水平感染による子牛の感染と母牛の感染源

リスクについて調査を行った。令和４年度に、

８カ月齢以下の子牛 28 頭について感染状況を

調べたところ、陽性は１頭のみで、27 頭が陰性

であった。陰性子牛の母牛については 子牛の

遺伝子型に関わらず、計 16 頭の子牛の母牛が

高リスク牛であった（図４）。 

このことは、当該農場では高リスク母牛であ

っても胎盤感染や分娩時の感染など子牛への

垂直感染の発生がほぼなかったことを示して

いる。 
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図４ 子牛の感染と母牛の感染源リスク 

５ 農場での BLV 感染予防対策 

当該農場での BLV 感染予防対策は、初乳の

加熱・凍結処理や器具の消毒、サシバエネット

の設置、殺虫剤等の散布、耳標型防虫殺虫剤の

装着などを実施している（図５）。これらは水

平感染、また子牛への初乳からの感染予防対策

であり、高リスク母牛の子牛が陰性であったこ

とから、一定の効果が出ていると考える。 

 
図５ 農場での BLV 感染予防対策 

一方、当該農場は、フリーストール牛舎で、

複雑な牛の移動がある、夏季の育成牛外部預託、

育成牛と乾乳牛、長期不受胎牛の同居など、群

分けや高リスク牛との飼育場所の隔離などの

対策が困難である（図６）。 

そのため、高リスク牛、特にウイルス量が 2

万以上の超高リスク牛の計画的淘汰、また遺伝

子型調査の結果から、感受性牛を減らすことな

どで、牛群内のウイルス濃度を下げるような対

策を実施している。 

 
図６ 牛舎の配置と牛の移動の動線 

６ 出生年と遺伝子型 

飼養牛の出生年毎の遺伝子型をみると、令和

２年頃から抵抗性と非抵抗・非感受性の頭数は

ほぼ横ばいなのに対し、感受性は令和４年以降

減少している（図７）。 

高リスク牛や感受性牛の優先淘汰は、調査を

本格的に開始した令和元年頃から意識的に行

ってきており、このことが、生まれてくる牛の

抵抗性の増加、感受性の減少につながっている

のではないかと考える。 

 
図７ 出生年と遺伝子型 

７ 農場の陽性率 

農場の抗体陽性率及び陽性牛頭数における

高リスク牛割合は、令和元年度に比べ令和５年

度で減少しており（表８）、対策の取りにくい

フリーストール農場とはいえ、実施している

BLV 感染予防対策の効果がでているのではな

いかと考える。 
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表８ 農場陽性率及び陽性牛頭数における高

リスク牛割合 

 

８ まとめと考察 

管内１酪農場で、6 年間に渡り抵抗性・感受

性遺伝子の保因と BLV 感染状況の調査を実施

した。 

遺伝子型検査から農場内には複数のパター

ンの抵抗性型及び感受性型アレル保因牛がい

ることが判明した。EC の鍵による PL 判定及

びウイルス量測定から高リスク牛の判定を行

った結果、感受性牛に高リスク牛が多い傾向で

あった。しかしながら抵抗性牛の中にもウイル

ス量が高い高リスク牛が確認できたため、ウイ

ルス検査は複数回実施し、個体のウイルス量の

動向を把握して判断することも必要と考えら

れた。 

今回の調査では高リスク母牛を含め感染母

牛からの胎盤感染や分娩時の垂直感染がほと

んど見られなかった。高リスク牛から子牛への

垂直感染は高率で発生するとの報告[7]もある

が、当該農場でほぼ発生がなかった要因は不明

である。他方初乳を介した感染も発生しておら

ず、現在実施している初乳対策は効果があると

考えられた。 

遺伝子型検査の活用の一つとして、抵抗性牛

を感受性牛群と陰性牛群の間に配置し感染防

御に利用することが言われている[1]が、フリ

ーストール牛舎では複数の群分けに十分なス

ペースが確保できず実施困難な場合が多い。し

かしながら群内の抵抗性、感受性を把握し、加

えてウイルス量を定期的に継続調査すること

で感受性かつ高リスク牛を把握・早期淘汰し、

農場の抵抗性牛の割合を増やし BLV 濃度を下

げるというアプローチは有効であると思われ

た。 

また吸血昆虫対策、消毒などの物理的伝播予

防も継続的に実施していることで、農場陽性率

及び陽性牛における高リスク牛割合は減少し、

これらの対策についても改めて有効と考えら

れた。 

今回つなぎ牛舎に比べ対策が取りにくいフ

リーストール牛舎で有効な結果が得られたこ

とで、実施可能な BLV 対策として牛群全体の

清浄化へ近づけることができると期待される。 

 なお、本発表の調査・試験は、家畜防疫・衛

生指導対策事業 地域疾病対策に係る牛伝染性

リンパ腫対策事業を活用し実施した。 

 

 

（参考文献） 

[1] 間陽子：革新的技術で牛白血病ウイルスか

ら牛を守る,家畜感染症学会誌,5 ,43-53(2016) 

[2] 米山州二ら：栃木県の牛伝染性リンパ腫ウ

イルス高度感染酪農場における清浄化事例 , 

日獣会誌,75,114-121(2022) 

[3] 増田恒幸ら：鳥取県内の１酪農場における

牛伝染性リンパ腫対策と効果検証 ,日獣会

誌,74,423-426(2021) 

[4] 福成和博ら：岩手県内飼養牛における牛

伝染性リンパ腫抵抗性遺伝子の保因状況, 岩

獣会報,48,70-74(2022) 

[5] 福成和博ら：岩手県内飼養牛における牛

伝染性リンパ腫抵抗性遺伝子の保因状況, 岩

獣会報,48,70-74(2022) 

[6] 加藤惇郎ら：感染子牛育成センターを利

用した牛伝染性リンパ腫清浄化対策の事例,臨

床獣医師,8,38-41(2022) 

[7] 楠田絵梨子ら：黒毛和種牛における牛伝

染性リンパ腫ウイルスの垂直感染の発生状況

とリスク要因,家畜診療,69 巻 9 号,527-532 

(2022) 
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管内養鶏場における遠隔診療体制普及に向けた取組 

 

                         ○山口慎輝子、鈴木健太、山本修 

（長野県松本家畜保健衛生所） 

要約 

 

管内では養鶏専門獣医師が少なく、疾病の迅速かつ的確な診断、農家の収益性向上のため、

遠隔診療の適時・適切な活用の推進が重要。県は遠隔診療体制普及事業を創設し、研修会を

開催。遠隔診療の概要を周知するとともに、管内 2農場（採卵鶏・肉用鶏各 1農場）を選定

し、モデル的に遠隔診療を実施。まず、関係機関（農場・管理獣医師・指導員・遠隔診療獣

医師・家保）とのメッセージアプリ等による連絡体制を構築。遠隔診療獣医師の初診では、

2農場ともワクチンプログラムに課題。抗体検査を複数回行い、オンラインの打合せを実施、

適切なプログラムを検討。肉用鶏農場では試行期間中に淘汰・死亡数の増加を認め、病性鑑

定を実施。遠隔診療獣医師と所見の共有を行うことで早期の診断を実現。実施後のアンケー

トでは 2農場とも遠隔診療の継続を希望。遠隔診療は農場・家保いずれにも有益であり、今

後ほかの畜種での活用も期待。

1 はじめに 

 近年、家畜の診療においては産業動物獣

医師の偏在や減少が問題となっている。農

林水産省は、情報通信機器の高度化や普及

に伴い、直接診療を行わなくても、家畜の状

態を正確に把握できるようになってきたこ

とから、場所を選ばず迅速な診断を可能と

する遠隔診療の積極的な活用を推進してい

る 1)。 

 

2 研修会開催・事業創設 

令和 4 年度に中信地区鶏病対策協議会主

催の「遠隔診療の現状と課題について学ぶ」

研修会が開催され、株式会社 ESAC代表取締

役永井寿宗獣医師に講演を依頼した。永井

獣医師は熊本県で開業している養鶏専門の

獣医師で、普段から遠隔で診療を行ってい

る。 

また、当所では県農政部の新規事業提案

で、畜産農家が最新の情報の入手や獣医療

の提供を受けられるように、遠隔診療体制

支援事業を提案した。 

令和 5 年度には県が遠隔診療体制普及事

業を創設し、管内では特に養鶏を専門とす

る獣医師が少ないことから、疾病を迅速か

つ的確に診断し、農家の収益性向上につな

げるため、採卵鶏１農場・肉用鶏１農場でモ

デル的に遠隔診療体制を構築した。 

遠隔診療を始めるにあたり、6月に改めて

永井獣医師を講師に迎え、遠隔診療の導入

の流れ・利点・課題を学ぶ研修会(図 1)を開

催した。また、永井獣医師に本事業の遠隔診

療獣医師を依頼した。 
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図 1 令和 5年度研修会 

 

3 遠隔診療体制整備 

当所では遠隔診療を円滑に進めるため、

公益社団法人日本獣医師会（産業動物遠隔

診療推進事業）の協力のもと、通信機器を購

入した。また、メッセージアプリを用いて関

係機関（農場、管理獣医師・指導員、遠隔診

療獣医師、家保）の連絡体制を構築した。遠

隔診療を行うにあたり、遠隔診療獣医師が

農場の状況を把握する必要があることから、

6月に対面での初診を実施した。また、家保

はオンラインでの打ち合わせの際は日程調

整を行い、遠隔診療獣医師から依頼があっ

た場合は採血、検査を実施した。 

  

4 対象農場 

(1) 採卵鶏農場 

ア 農場概要 

 飼養羽数 45,000羽。管理獣医師は主に牛

の診療を専門としている。 

 

イ 初診 

 問診(図 2)では、ワクチンプログラムや消

毒方法、過去の疾病の発生状況などの確認

があった。鶏舎内の視察(図 3)では、鶏や給

餌・給水の状態、鶏舎環境の確認があった。 

また、農場で解剖して遠隔診療獣医師へ

画像を送信することで診断に役立つことか 

図 2 初診の様子(問診) 

 

図 3 初診の様子(視診) 

 

ら、遠隔診療獣医師から鶏の解剖方法のレ

クチャーがあった。 

 

ウ 農場の課題 

 初診では、ワクチンプログラム(表 1)が非

常に簡素化されているとの指摘があった。 

また、初診後、農場から卵の殻がまだらに

なっている(図 4)、産卵のピークが上がらず

産卵低下症候群（EDS）を疑っているとの連

絡があった。そこで、異常卵や産卵低下の原

因となりうる EDS、鳥マイコプラズマ症（マ

イコプラズマ・ガリセプティカム：MG、マイ

コプラズマ・シノビエ：MS）、鶏伝染性気管

支炎（IB）の抗体検査を実施した。 
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表 1 ワクチンプログラム 

 

図 4 異常卵 

 

検査の結果、EDSは全て陰性で、異常卵へ

の関与は否定された。MGは 250日齢以降陽

転が認められ、MSは育成中に感染し、その

後も持続的な侵襲が考えられたため、生ワ

クチンの接種が推奨された。IBについては

依頼した検査機関で実施可能な複数の株で

非常に高い抗体価となったため、いくつか

の生ワクチンを組み合わせて接種すること

に加え、80日齢前後に不活化ワクチンを接

種することが推奨された。現在、農場に存在

する血清型を調べるため解剖、ウイルス検

査を実施中である。検査の結果を受け、オン

ラインでワクチンプログラムの検討会も実

施した。 

 

(2) 肉用鶏農場 

ア 農場概要 

 飼養羽数 22,000羽。管理獣医師は他県に

在住しており、普段は管理会社のトレーナ

ー(指導員)が巡回している。 

 

イ 初診 

 初診時に斃死鶏の解剖(図 5)を行ったと

ころ、小腸の粘膜面の点状出血(図 6)が認め

られ、コクシジウムの慢性的な感染が疑わ

れた。遠隔診療獣医師からは消毒プログラ

ムにゾール剤の追加が提案された。 

 

図 5 初診の様子(解剖) 

 

図 6 小腸の点状出血 
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ウ 農場の課題 

 農場では 2 週齢に 1 回のみニューカッス

ル病（ND）と伝染性ファブリキウス嚢病（IBD）

のワクチンを接種しており、移行抗体によ

りワクチンブレイクが起こり、十分な免疫

が獲得できていない可能性があるというこ

とが挙げられた。出荷前に採血し抗体検査

を実施したところ、NDは抗体の保有が認め

られたが、IBDの抗体価はばらつきが大きく、

2 週齢と 3 週齢の 2 回接種に変更した。再

度抗体検査を実施し、全羽で有効な抗体の

保有が認められた。 

10月には脚弱の個体が認められ淘汰数・

死亡数が増加し、農場で解剖を行ったとこ

ろ大腿骨頭壊死を疑うとの連絡があった。

遠隔診療獣医師とオンラインで相談したと

ころ脊椎膿瘍を疑うとのことで、病性鑑定

を 5 羽実施した。いずれも犬座姿勢(図 7)

をとっており、解剖では第 6胸椎の腫脹(図

8)が認められ、割面に膿瘍(図 9)が確認され

た。脊椎から Enterococcus cecorum（EC）が

分離され、EC による脊椎膿瘍と診断した。 

 

図 7 犬座姿勢 

 

 

 

 

図 8 第 6胸椎の腫脹 

 

図 9 膿瘍 

 

ECは哺乳類や鳥類の腸管の常在菌である

が、疾病の発生機序は明らかになっていな

い。2002年の発生報告以降、世界各国で発

生しており、近年全国的にも問題となって

いる 2)。県内では初めての発生となったが、

遠隔診療獣医師とオンラインで所見を共有

することにより迅速な診断につながった。 

 

5 遠隔診療の実施効果 

 遠隔診療について農場、管理獣医師・指導

員にアンケート調査を行ったところ、以下

の回答が得られた。 

＜遠隔診療実施前＞ 

・遠隔診療については知らなかった、聞い

たことはあるがどのように行うかは知らな

かった 

・遠隔診療は大変そう（機材がない、あって

17



も使いこなせない、状況を的確に伝えるの

が難しそう、犬猫や牛は先生がいるが鶏に

明るい先生がいない） 

＜遠隔診療実施後＞ 

・大変勉強になった 

・迅速な診断につながった 

・農場での対応が早くなった 

・遠隔診療を始めるまでは昔のままの飼い

方で問題ないと思っており、言われるまで

どこが悪いかわからなかった 

・何か問題が起きた時に飼育管理の振り返

りができるよう日々の管理を細かく記録し

ておくことが重要だと思った 

なお、事業としては今年度で終了だが、2

農場とも今後も遠隔診療を続けたいとのこ

とであった。 

 

6 まとめ 

遠隔診療獣医師と家保の連携により疾病

の迅速な診断が可能となった。また、遠隔診

療獣医師と家保の指導により農場の飼養衛

生管理も向上した。遠隔診療は農場・家保い

ずれにも有益であり、今後ほかの畜種での

活用も期待される。 

 

参考文献 

1)家畜における遠隔診療の積極的な活用に

ついて（3 消安第 4800 号令和 3 年 12 月 15

日付け農林水産省消費・安全局長通知） 

2)令和 5 年度家畜衛生研修会 病性鑑定：

細菌部門（鳥取県発表） 
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農場 HACCP認証農場における継続的な支援を介して得られた効果 

 

○ 大津奈央     

（佐久家畜保健衛生所） 

 

要約 

管内で牛飼養農場 3戸(A～C)が農場 HACCP認証を取得し HACCPシステムを運用中で、1戸

(D)が2024年度認証審査を予定している。4農場の取組動機としては自社製品のブランド化、

従業員教育等であった。当所は各農場開催の検討会に出席しており、PDCA サイクルを回す

中で、2農場の課題が明確化した。肉用牛農場 Aの課題は、子牛の虚弱・死亡増加であった。

検討会で、子牛の受動免疫が不十分と判明し、免疫付与を確認するため血清総タンパク質濃

度を測定した。3頭中 2頭が基準値以下であったため、初乳製剤の給与を開始し、11頭中 9

頭で基準値以上を確認した。初乳製剤給与後で、診療頭数、診療日数及び子牛の再診件数が

減少した。乳肉複合農場 Bでは、飼養経験の浅い従業員の教育及び訓練が課題であった。勉

強会を毎月開催し、従業員の知識および意欲の向上が図られた。また、継続的な支援により、

乳量や繁殖成績が向上した。牛伝染性リンパ腫及び小型ピロプラズマ病対策を継続している。

農場 HACCP 認証取得後においても、意欲的な農場の継続的な支援は生産性向上の一助とな

る。 

 

１ はじめに 

農場 HACCP は、畜産農場における衛生管

理を向上させるため、危害要因（微生物、化

学物質、異物など）を防止するための管理ポ

イントを設定し、継続的に監視・記録を行う

ことにより、農場段階で危害要因をコントロ

ールする手法である[1]。 

2023 年１月 25 日現在、全国で 461 農場

が認証を取得している。長野県では養鶏（採

卵）１農場、養豚２農場、乳肉複合１農場、

肉用牛６農場の計10農場が認証を取得して

いる[2]。 

農場 HACCPシステムには PDCAサイクルの

考え方が取り入れられており、PDCAサイク

ルを回す中で、各農場において子牛の発育不

良や、従業員への教育・訓練などの飼養衛生

管理上の課題が明確化し、課題に対して支援

を実施した。 

 

２ 農場 HACCPに対する取組 

（１）管内の取組状況 

 2016 年 11 月に A 農場、2018 年３月に B

農場、2019年２月に C農場の計３農場で認

証を取得しており、新たに１農場で 2024年

度の認証審査を予定している。飼養形態は、

肉用牛一貫経営が３農場、乳肉複合経営が

１農場である(表１)。 

取組動機は全農場で自社製品のブランド

化を挙げており、加えて作業の統一化や従業

員教育を目的としている。 
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表１ 管内の取組状況 

 

 

（２）農場 HACCP 認証３農場に対する家保

の支援体制 

農場毎に当所から担当者１名を専任し、各

農場が開催する HACCP 検討会に出席してい

る。検討会では、HACCP関連文書の見直しや、

飼養衛生管理の改善を指導した。また、従業

員教育の一貫として勉強会の講師を担当し

ている。 

 

３ A農場(肉用牛一貫)の取組 

（１）HACCP検討会 

A農場は、検討会を月１回開催し、農場管

理者・従業員、臨床獣医師、家畜保健衛生所

（以下家保）が出席している。A農場の課題

は、子牛の虚弱・死亡の増加であり、子牛の

下痢、肺炎が数年前より増加していた。臨床

獣医師による治療も効果はみられない、また

は再発しており、子牛の発育不良もみられた。 

このことから、検討会では子牛の受動免疫

移行不全を疑い、取り組みを開始した。 

 

（２）初乳摂取状況の調査および対策 

農場内の子牛の現状把握を行うため、初乳

摂取の有無に影響を受けると言われる血清

総タンパク質(TP)濃度の測定を実施した。 

調査対象は生後５日齢までの子牛とした。

検査した３頭中２頭で基準値の5.5 g/dL [3]

を下回る結果となり、受動免疫移行不全の可

能性が示唆された(図１)。 

 

 

図１ 対策実施前の血清総タンパク質

(TP)濃度 

 

この結果を受けて、HACCP検討会では血清

生化学検査結果を共有し、今後の対応を検

討した。また、検討会と併せて子牛の免疫に

ついての勉強会を開催した。検討の結果から、

初乳製剤の試験的給与を開始した。 

初乳製剤給与後の TP 濃度を調査するため、

給与翌日の子牛 11頭を測定した。11頭中９

頭で基準値を上回る結果となり、初乳製剤の

給与を継続することとした(図２)。 

 

図２ 初乳製剤給与後の TP濃度 

 

（３）初乳製剤の給与後の調査 

初乳製剤の効果を確認するため、初乳製剤
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給与後の調査を実施した。 

調査期間は、母乳のみを給与した 2022年

9月から 11月の 3ヶ月間と初乳製剤を給与

した 2023 年 9 月から 11 月の 3 ヶ月間とし

た。 

子牛における診療頭数、診療日数、および再

診件数を調査したところ、給与前と比較する

といずれも概ね半減し、初乳製剤の給与によ

る効果を確認した (図３)。 

 

図３ 初乳製剤の給与による効果 

 

４ B農場(乳肉複合)の取組 

（１）HACCP検討会 

B農場では、検討会を月１回開催し、農場

管理者・従業員、獣医師、飼料会社、家保が

出席している。B農場の課題は、経験年数の

短い従業員への教育・訓練であった。 

2020年度に従業員３名が入社しており、従

業員の知識や意識の向上を目的として、検討

会と別の日程で、従業員勉強会を月１回開

催することとした。 

 

(２)従業員勉強会 

従業員の勉強会では、講師を家保、臨床獣

医師、飼料会社が担当した。家保は、「乳質

改善について」、「牛群ドック代謝プロファイ

ルテスト結果について」、臨床獣医師は「第

四胃変位について」、「子牛の臍帯炎につい

て」、 

飼料会社は、「給与飼料の成分について」   

「飼料添加物の効果について」等をテーマに

勉強会を実施した。 

 

(３)勉強会による効果 

年１回、全頭個体乳検査を実施し、勉強会

で検査結果の説明を行った 。乳房炎罹患

牛の特定や、搾乳順番の入替、搾乳前後のミ

ルカー消毒、作業マニュアルを見直し、搾乳

手順の再確認を指導した。 

2022年度から2023年度の個体乳検査で、

黄色ブドウ球菌保菌牛の割合が約５％減少

した(図４)。 

 

図４ 黄色ブドウ球菌保菌牛の割合の推移 

 

また、牛群ドックを実施し、年１回代謝プ

ロファイルテストを行った。 

勉強会で検査結果を説明し、従業員全員が

牛群の状態を把握すること、必要に応じて給

与飼料の見直しを指導した。 

その結果、乳量は増加、JMRは低下し、繁

殖成績の改善を確認した(図５)。 

 

  

   

   

   

   

   
   

   

    

 

  

  

  

  

   

    

                    
         

      
    

    
           

    
           

               

   

 

  

  

  

  

   

   

   

   

    

  

          

           

          

        

            

           

        

          

 

 

  

  

  

        

       

      

             
   

              

           

               

         

           

  

  

  

  

                    

    

        

  

  

  

  

   

                    

   

       

                 

21



 

図５ 年間平均標準乳量および年間平均

JMRの推移 

 

牛伝染性リンパ腫(EBL)対策では、年１回全

頭 EBL 抗体検査を実施し、陽性牛の隔離お

よび更新を指導し、2023年度には陽性率０％

を達成した(図６)。 

 

図６ 牛伝染性リンパ腫(EBL)陽性率の推移 

 

(３)新たな課題  

2023年度に新たに見つかった課題として、

小型ピロプラズマ病対策への取組を開始し

た。 

2023年６月に放牧牛１頭が死亡し、２頭

で流産が確認された。７月には放牧牛１頭の

血液検査でタイレリア原虫が多数認められ、

当該牛の治療を開始したが、死亡した。また、

同じ牧区の放牧牛５頭中３頭でタイレリア

原虫が認められた。11月の放牧終了後、農

場内の浸潤状況を確認するため全頭の血液

検査を実施し、139頭中 23頭でタイレリア

原虫が認められた。この結果を受け、HACCP

検討会で、来年度の放牧に備えてダニ忌避剤

および駆虫剤の投与、耳標型駆除剤の装着、

また、放牧地の掃除刈り、牧区の変更を提案

した。 

 

５ C農場(肉用牛一貫)の取組 

C農場では、検討会を２カ月に１回開催し、

農場管理者・従業員、獣医師、家保が出席し

ている。課題として繁殖成績の低下が挙げら

れた。繁殖検診を月１回実施し、繁殖業務の

年数の短い従業員への勉強会を開催するこ

ととした。今後も、支援を継続し繁殖成績の

改善を図っていく。 

 

６ D農場(肉用牛一貫)の取組 

D農場では、検討会を１カ月に１回開催し、

農場管理者・従業員、獣医師、家保が出席し

ている。2023年４月から農場 HACCP認証取

得に向けて取組を開始し現在、作業分析シー

トの作成を行っており、2024度認証審査に

向けて、文書作成や記録の整備などを順調に

進めている。 

 

７ 考察 

農場 HACCP 認証農場に対する継続的な支

援を実施し、定期的な検討会の開催により各

農場のPDCAサイクルを回す中で課題が明確

化した。 

臨床獣医師や飼料会社等の関係機関と情

報共有し、検査、調査や従業員教育を実施す

ることで、子牛の発育や乳量・繁殖成績の改

善等の効果が確認された。 

今後も関係機関との連携を図り、意欲的な

農場に対する支援を継続していきたい。 
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特定家畜伝染病の防疫対応における情報共有の改善 

○石井 貴 

（佐久家畜保健衛生所） 

 

要約 

 2023 年５月、特定家畜伝染病を疑う事例が発生した。この際の対応について、既存の連

絡手段による立入者と家保及び県庁との情報共有に課題が挙げられた。そこで本県で新た

に導入されたデジタルインフラを活用した情報共有方法を検討した。写真添付が多く必要

な口蹄疫の疑い事例は Microsoft Teamsチャットグループ（Teams）、写真が少ない鳥インフ

ルエンザ及び豚熱の疑い事例は緊急連絡網・安否確認システム（オクレンジャー）を使用し

た訓練を実施した。いずれも従来法に比べ、時系列での情報確認が容易で、特に前者は写真

データの移行が速く個体毎の管理に有用だった。また、防疫措置時の情報共有方法として、

動員者及び進捗状況の管理表を作成し、Teamsで共有する訓練を行った。動員者の入退場時

刻や殺処分等の進捗状況の入力を行い、リアルタイムの情報共有が実現された。今後は当該

システムの標準化を目指し、防疫演習等を通じて随時ブラッシュアップを図り、より迅速で

適切な防疫体制の構築と維持に繋げたい。 

 

１ はじめに 

  2023年５月、当家畜保健衛生所（家

保）管内で特定家畜伝染病を疑う事例が

発生した。その際、当該農場と関係機関

との情報共有に電話やメール等を使用し

たが、写真データの送付と整理、電源確

保、防水処置等が課題となった。そこ

で、長野県で新たに導入されたデジタル

インフラを活用し、情報共有方法につい

て検討し、演習を行ったので報告する。 

 

２ 防疫演習方法の検討 

（１）行政情報ネットワークへの接続 

  庁舎外での行政情報ネットワーク（ネ

ットワーク）への接続は公用スマートフ

ォン（スマホ）のテザリング又はポケッ

ト Wi-Fiによるインターネット回線を利

用した。パソコン（PC）は普段使用のリ

ース PCを使用した。（表１） 

（２）異常届出時の情報共有方法 

送付する写真の数によって２つの方法

を検討した。口蹄疫の疑い事例では、「口

蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」

に基づき、全ての異常家畜の病変部位等、

多くの写真を送信する必要があるため、

農場へ PCを持込み Teams及び共有サーバ

の活用とした。（図１・方法Ａ）鳥インフ

ルエンザ・豚熱の疑い事例では、送付する

写真が少ないため、農場では PCを使用せ

ずスマホのみでオクレンジャー掲示板の

活用とした。（図１・方法Ｂ） 

共有する機関は家畜防疫対策室（対策

室）、農業農村支援センター（センター）、

家保とした。 

（３）防疫措置時の情報共有 

集合施設での動員者の管理や防疫作業

の進捗状況について、Teamsを活用しエ

クセルで作成した管理表で共有すること
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とした。（図２） 

共有する機関は対策室、センター、家保

とした。 

 

表 1  使用機器と共有データ一覧 

 

 

 

図１ 異常届出時の情報共有

 

図２ 防疫措置時の情報共有 

 

３ 防疫演習手順 

（１）異常通報（口蹄疫・方法Ａ）の対応 

ア 農場からの異常通報の届出 

農場から家保へ異常届出があったと

想定し、対策室とセンターへ電話で連

絡。 

イ 準備及び家保出発 

センターは Teamsを立上げる。家保

は PCを防水加工後、Teamsへ家保出

発時刻、農場到着予定時刻及び届出内

容を共有。 

ウ 農場到着後 

  発電機の起動、スマホのテザリング

によりネットワークに接続。 

 Teamsで検査スケジュール、検査結果、

農場状況報告、対策室の指示等のやり

取りを行い、手書きの調査内容及び好

発部位におけるデジカメで撮影した写

真は、PCに取り込み共有サーバへ直接

アップロード。 

必要に応じて実施した抗原検出キッ

トの検査結果を報告。 

 

（２）異常通報（方法Ｂ）の対応 

 ア 農場からの異常通報の届出 

 農場から家保へ異常届出があった

と想定し、対策室とセンターへ電話

連絡。 

イ 準備及び家保出発 

オクレンジャー掲示板は管理者権

限のある対策室が立上げる。家保は

スマホを防水加工後、家保出発時

刻、農場到着予定時刻及び届出内容

を掲示板に投稿し共有。 

  ウ 農場到着後 

   オクレンジャー掲示板で検査スケ

ジュール、検査結果、対策室からの指

示等を掲示板へ順次投稿し共有。こ

の際、手書きの調査内容、死亡鶏等は

スマホで撮影したものをそのまま投

稿した。 
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（３）防疫措置時の情報共有 

センターは動員者受付及び退場用 PC

をポケット Wi-Fiによりネットワーク

に接続し Teamsを立上げる。 

動員者管理として入退場時刻、健康確

認、班割や役割分担を随時 Teams上の

管理表に入力し共有。進捗状況管理も

同様に殺処分・埋却・消毒作業の進歩

状況を管理表に入力し共有。 

 

４ 情報共有システムの活用による効果 

（１）異常届出時の情報共有 

  デジカメ写真を PCに取り込み、共有サ

ーバにアップする方法は特に画質とデー

タ移行速度、個体別整理に優れていた。情

報整理の観点でも、時系列で確認できる

Teams とオクレンジャーは従来のメール

等による共有より優れていた。 

しかし、システム準備の観点で、Teams

はテザリングと防水加工、またオクレン

ジャーは管理者である対策室のみ立ち上

げが可能なため、メールより多少労力を

要した。 

  

表２ 異常通報時の情報共有方法比較 

 
 

（２）防疫措置時の情報共有 

  従来の「1対 1」又は「1対多」で行う

電話やメール等の共有方法では、逐一各

現場から情報収集する必要があり、情報

錯綜の要因となった。これに対して今回

の方法は、動員者管理、進捗状況管理等、

リアルタイムで変動する情報は、エクセ

ルが共有できる Teams が最適であると分

かった。また、Teamsのメリットは、「多

対多」での情報共有であるため、重複問い

合わせの回避、各種同一ファイルの共有

が挙げられる。デメリットとしては、PC

故障、電波状況、個別連絡等、電子機器自

体のトラブルや使用環境、利便性に起因

するものが挙げられる。 

 

表３ 防疫措置時の情報共有方法比較 

 

 

５ まとめ及び今後の課題 

  Teams 及びオクレンジャーは県庁で普

及しているシステムのため、導入コスト

が不要であり、職員は業務上これらのシ

ステムを常用しているため、使用時のス

トレスも少ない。 

今回の演習を通じて、写真が多く必要

とされる口蹄疫の異常通報は、データ移

行に優れ、チャットで情報共有可能な

Teamsの利用が推奨される。一方、写真を

多く必要としない鳥インフルエンザと豚

熱の異常通報は、手軽さを重視してスマ

ホ 1 つで対応できるオクレンジャーの利
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用が適している。また、常に状況把握が要

求される防疫措置では、エクセルとチャ

ットにより情報共有可能な Teams の活用

が奨励される。（表４） 

 

表４ 演習全体での情報共有方法比較 

 
 

今後の展望として、今回の演習で活用

した情報共有方法の県内標準化を目指

し、各地域で防疫演習を通じた課題の洗

い出し、今回演習で行わなかった資材管

理方法等の検討、ポケット Wi-Fiの整備

による通信環境の統一化等によるブラッ

シュアップを実施すれば、職員の異動に

関わらず、迅速で適切なレベルの防疫体

制の構築と維持に繋がると期待される。 
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特定家畜伝染病防疫演習の実施による危機管理体制の整備 

 

根本 有紀子 

（長野家畜保健衛生所） 

 

要約 

特定家畜伝染病の発生時に迅速かつ的確な防疫措置を行うため長野地区、北信地区で、特定

家畜伝染病防疫演習（机上研修・実技演習）を実施した。長野地区では、参加者に実際の防疫

措置をよりイメージしてもらうため、模擬の豚を使用し、一連の防疫作業を想定した防疫演習

を実施した。参加者のアンケートには、「模型ではあるが、実際の動きがイメージ出来た」等

の感想があり、有益な演習になった。北信地区は県内最北部に位置し全国有数の豪雪地帯のた

め、仮設テントの代わりにコンテナハウスを用いた防疫想定案を作成し、防疫演習を実施した。

コンテナハウスは、出入り口が一か所のため、作業動線が交差してしまう、積雪期の設置が困

難な場合がある等の問題点が判明し、今までどおり、仮設テントを使わざる得ないことが分か

った。今後も実技演習を積極的に取り入れた防疫演習を行っていくとともに積雪期の防疫想定

案をさらに具体的に検討し危機管理体制の整備を実施していきたい。 

 

 

１ 防疫演習の概要 

 長野地区では、ＣＳＦとＨＰＡＩを、北

信地区ではＨＰＡＩの発生を想定した防疫

演習を実施した。参集範囲は県関係機関ほ

か市町村、ＪＡ、獣医師会などで、長野地

区では 54人、北信地区は 32人が参加した。 

２ 長野地区の防疫演習の内容 

 特定家畜伝染病等の机上研修の他、本物

の豚の使用が困難なため、模擬豚を使用し

た殺処分の演習、防護服の着脱の演習を実

施した。今回の演習では、体育館内に模擬

農場を作成した。豚の殺処分方法は、成長

時期、大きさにより異なるので、哺育豚、

肥育豚、繁殖豚用の３パターンの模擬農場、

模擬豚を用意して行った（図１）。模擬豚

の殺処分の実技演習の前には、よりイメー

ジを持ってもらうため、昨年度、松本家畜

保健衛生所が農場で、本物の豚を使用して

行った防疫演習の動画を見てもらい、その

後、家保職員がデモを行った。 

哺乳豚の殺処分の演習は、捕獲からフレ

コン投入までを実施した（図２）。殺処分

時に使用する二酸化炭素ボンベは、空の物

を使用したため、実際の二酸化炭素注入時

は、ポリ箱の蓋を抑える必要があること、

豚が暴れるのでポリ箱を抑えないと危険で

ある旨の説明もしながら実演した。肥育豚

と繁殖豚の殺処分の演習では、コンパネを

使用した追い込みから、フレコン投入まで

を実施した（図３）。模擬豚の足にビニー

ルひもをつけ、スタッフが引っ張り動きを

付け、使用するコンパネ、電殺機について

は、実際に使用する器材を用いて行った。 

防護服の着脱の演習では、参加者を 4 班

に分け、各班にサポートのスタッフを配置、

一番前に見本となるスタッフを配置し行っ

た。また、２枚着る、防護服の１枚目と２

枚目の色を変えることで参加者が分かり

やすいように工夫した。（図４）。 

 

図１ 模擬農場図 
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図２ 哺乳豚殺処分 

 

図３ 肥育豚、繁殖豚の殺処分 

 

図４ 防護服の着脱 

 

３ 北信地区の防疫演習 

特定家畜伝染病が発生した場合の措置に

ついて等の机上研修及び実技演習を行った。

実技演習では、動員後の受付から事前健康

確認、防護服の着衣、仮設基地へ移動し、

農場内入場用仮設コンテナにて、防護服の

最終装備、防護服を着た状態での作業体験

として歩行運動を行い、退場用仮設テント

へ移動し、防護服の脱衣、その後、集合基

地に戻り、事後の健康確認までの一連の工

程の演習を行った。 

事前の健康確認時、実際の集合基地は大

勢の人がおり、健康確認が必要な人が分か

りにくいので、本人確認を確実に行えるよ

うに、受付時の番号と問診票の番号と同じ

番号を書いたテープを胸に貼ることを試み

た。また、健康確認後、従事に不適になっ

た人の番号をホワイトボードに記入し情報

共有出来るようにした（図５）。 

仮設基地については、コンテナハウスを

使用した。農場入場時に使用する仮設基地

は、通常、テントを使用するが、北信地区

は県内でも豪雪地帯のため（図６）積雪時

の対策として、今回初めて 12 平方メートル

タイプコンテナハウスの使用を試みた（図

７）。 

使用して分かった問題点として、コンテ

ナハウスの出入り口が１つなので、退場用

仮設コンテナとして使用する場合は、作業

動線が交差してしまうこと、今回使用した

12 平方メートルタイプは、大人が 7 人ほど

入ると狭く感じること、積雪時に、コンテ

ナハウスを設置する場合、仮設テントを設

置するより除雪の手間がかかることなどの

問題点が判明し、現時点では、コンテナハ

ウスは仮設基地として使用はしないことと

なった。 

 

図５ 事前健康確認 

 

 

図６集合基地の積雪 
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図７ 使用したコンテナハウス 

 

４ ２地区のアンケート結果 

・豚の成長に応じた殺処分の違いが分かり

やすかった 

・グループごとに指導者がいて丁寧に教え

てもらえた 

・実際の動員前に研修を受けることが出来

とても有益だった 

・万一の時は、今回の演習で経験したこと

を周りの人に伝えたり見本となれるように

したい 

・防護服を着た作業の不自由さが分かって

よかった 

と、前向きな声があった一方、 

・模擬豚を使用したので緊張感に欠ける 

・防護服の着脱についてサポートが少なか

った 

・スピーカーが聞こえづらかった 

・ゴーグルのくもり止めについての説明が

なかった 

等の意見があった。 

 

５ ２地区の防疫演習のまとめ 

（１） 「模擬豚の使用」について 

今回、よりイメージをしてもらうため、

成長別の模擬豚を使用した殺処分の演習を

行なった。廃鶏を利用した防疫演習、養豚

場においての防疫演習は過去に行われてい

るものの、家畜伝染病の発生状況を考える

と、実際の家畜を使用しての防疫演習はリ

スクが高い。模擬豚の演習は、準備に手間

がかからないながらも参加者にとって、と

ても有益な演習となった。 

（２） 「指導者としての技術の取得」につ

いて 

防護服の着脱については、サポートによ

り良く理解できた人がいた半面、サポート

が手薄だったと感じた参加者もいた。くも

り止めの説明がなかった、着衣後はトイレ

に行けない、水が飲めないなどの事前説明

がなかった等の意見があり、主催者側も指

導者としての技術の取得が必要であると感

じた。 

（３） 「会場の設備」について 

会場によっては、「音が聞きにくかった」

との意見や、「暖房設備がないことは事前

に連絡してほしかった」などの意見があり、

基本となる会場設備についても整備は大切

である。 

（４） 「コンテナハウスの使用」について 

使い勝手について多少の予想は出来たも

のの実際使用することでより使用感が分か

り、結果、現時点では使用しないことと結

論を出すことが出来た。 

 

６ 考察 

防疫演習は、特定家畜伝染病発生時に防

疫措置を迅速かつ円滑に行うことを目的と

している。近年、高病原性鳥インフルエン

ザや豚熱の発生リスクが高まり、防疫演習

の重要性が増している。動員者が現場で、

「何をすればよいのか分からない」となら

いためにも、動員者には、作業内容の理解

が求められる。また、実際の現場では、人

員が不足しており、手厚いサポートが受け

られないことも予想されるため、演習は、

限られた時間内で、有益に知識と技術を取

得してもらい動員予定者のスキルアップを

図るためにも重要である。 

今後も実技演習を積極的に取り入れた防

疫演習を行っていくとともに積雪期の防疫

想定案をさらに具体的に検討し危機管理体

制の整備を充実させていきたい。 
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管内養豚場における浮腫病対策と一連の病性鑑定でみえた課題 

 

○中島冬萌、林健、袴田由美 

                                 （長野県松本家畜保健衛生所）    

 

要約 

浮腫病は一度農場に侵入するとその対応に苦慮する大腸菌症の一つである。令和５年７月下旬

～８月中旬にかけて管内の一貫生産農場で肥育豚と離乳豚の死亡数が増加したため数回の病性鑑

定を実施し、浮腫病と診断した。当該農場では同年の５～６月に 70～100 日齢の肥育豚で豚胸膜

肺炎と豚レンサ球菌症の発生があり、それ以降管理獣医師指導のもとドキシサイクリン(DOXY)と

アモキシシリン(AMPC)の投与を日常的に実施していた。解剖１・２回目は稟告から先述の２疾病

を疑い実施した。腸間膜リンパ節腫大、腹腔内の線維素析出を認めたが、主要臓器から有意菌は

分離されなかった。解剖３・４回目は細菌学検査で５頭の小腸内容及び腸間膜リンパ節から溶血

性を示す大腸菌が分離された。そのうち４株から志賀毒素・定着因子の遺伝子が検出され浮腫病

と診断した。農場では分離菌が耐性を示した薬剤の使用を中止し、浮腫病ワクチンの接種と比較

的感受性を示したノルフロキサシン(NFLX)の適切な投与で８月下旬に浮腫病の発生は終息した。

日常的な抗生物質の予防的投与は一部の豚で症状が不明瞭となり、臓器からの細菌分離を困難に

し、原因菌の薬剤耐性獲得につながると考察された。また、病性鑑定では稟告・先入観にとらわ

れない検索が必要である。 

 

１ はじめに 

豚の浮腫病は志賀毒素産生性大腸

菌 (STEC)( 別 名 ベ ロ 毒 素 産 生 性 大 腸

菌(VTEC))による感染症で、４～12 週齢の

肥育豚に好発する。死亡率は 50～90％と

高く、典型的な浮腫病では間代性痙攣、後

躯麻痺などの神経症状と前頭部、眼瞼周囲、

下腹部に顕著な浮腫が出現する 1)。 

 今回管内養豚場で発生した浮腫病の診断

には苦慮した点が多かったため、一連の病

性鑑定でみえた課題をその概要とともに報

告する。 

 

２ 農場の概要と病性鑑定を実施するま

での経過 

 発生農場は繁殖母豚320頭規模の一貫生

産農場で、ファイブフォーのグループ生産

システムを取り入れている。豚熱(CSF)ワ

クチンは令和５年４月から登録飼養衛生管

理者が接種しており、松本家畜保健衛生所

(家保)は毎月ワクチン関連業務で農場に立

ち入っている。 

 令和５年５～６月に70～100日齢の肥育

豚７頭が鼻出血を伴って死亡し、外部検査

機関の検査で２頭の肺からActinobacillus

 pleuropneumoniae(APP) 血清型２型が分

離された。また同時期に肥育豚で豚レンサ

球菌症(心内膜炎型)が発生した。これらの

結果を受け、農場では管理獣医師の指導に

よりDOXYの飼料添加とAMPCの飲水投与を開

始した。この対応で一度死亡は落ち着いて

いたが、７月下旬に肥育舎で死亡数が再び

増加したとのことで家保に通報があり、病

性鑑定を実施した。 

 

３ 材料 

59～70日齢の肥育豚10頭(No.1～8、11、 

12)、50日齢の離乳豚２頭(No.9、10)を計

４回の病性鑑定に供した（表１）。 

 

表１ 検体番号 

解剖 検体No. 日齢 ステージ

１回目 １～３ 67日齢 肥育

２回目 ４・５ 70日齢 肥育

３回目 ６～８ 59日齢 肥育

９・10 50日齢 離乳

11・12 64日齢 肥育
４回目
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４ 方法 

（１）解剖学検査 

 常法に従い、病理解剖を実施した。 

（２）細菌学検査 

 主要臓器、腸間膜リンパ節(No.6～10)、

小腸内容(No.6～10)を採材し、常法に従い

実施した。 

（３）遺伝子検査 

CSF、アフリカ豚熱(ASF)の遺伝子検査を

PCR法により実施した。分離されたレンサ

球菌(No.2、3由来)はStreptococcus 

suis(S.suis)の遺伝子検査をPCR法により

行った。大腸菌(No.6～10由来)は大腸菌毒

素因子・定着因子の遺伝子検査をPCR法に

より実施した。 

（４）薬剤感受性試験 

 常法に従いディスク拡散法により実施し、

コリスチンの薬剤感受性試験は Colistin 

Broth Disk Elution法(CBDE法)2)で実施し

た。また、農場が別途細菌検査を依頼した

外部検査機関でも薬剤感受性試験を実施し

た。 

（５）組織学検査 

 10％中性緩衝ホルマリンで固定した主要

臓器、中枢神経系、腸管、リンパ節５頭分

(No.6～10)を用い、常法に従いヘマトキシ

リン・エオジン染色標本を作製し鏡検した。 

 

５ 結果 

（１）解剖１回目 

 解剖学検査で眼瞼浮腫、腸間膜リンパ節

の腫大、腹腔内の線維素析出を認めた(図

１)。農場が事前に実施した解剖では豚胸

膜肺炎を疑う所見が肺にみられたとのこと

だったが、家保における解剖では肺に著変

は認められなかった。CSF・ASF遺伝子検査

は陰性だった。細菌学検査では２頭の肺か

らレンサ球菌が分離され、そのうち１株は

S.suisであった。 

（２）解剖２回目 

 解剖から３日後にふらつく肥育豚がいる

と農場から連絡があった。前回の解剖で２

頭からレンサ球菌が分離されたことから、

豚レンサ球菌症が疑われると判断し病性鑑

定を実施した。水腫様の腸管、腸間膜リン

パ節の腫大が認められた（図２）。細菌学

検査では主要臓器から有意菌は分離されな

かった。 

 

 
図１. 腹腔内の線維素析出（矢頭） 

  

 

図２ 腸間膜リンパ節の腫大（矢頭） 

 

（３）解剖３回目 

 農場では８月上旬に肥育豚の死亡数が再

び増加した。２回の解剖では原因菌が明確

に分離できていないこと、死亡豚の中には

眼瞼浮腫がみられる個体がいたことから、

３回目の解剖を実施した（図３）。剖検で

は前回と同様に水腫様の腸管、腹腔内の線

維素の析出、腸間膜リンパ節の腫大を確認

した。細菌学検査では全頭の小腸内容また

は腸間膜リンパ節からβ溶血を示す大腸菌

が分離され、そのうち２株は志賀毒素と定

着因子の遺伝子が陽性であったことから浮

腫病と診断した。外部検査機関の検査結果

も診断は浮腫病であった 3)。 

（４）解剖４回目 

 ３回の病性鑑定で肥育豚の浮腫病を診断

した後、８月中旬に離乳豚の死亡数が急増
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した。離乳舎への浮腫病の発生拡大が強く

疑われたため、４回目の解剖を実施した。

離乳舎では遊泳運動を示す個体もみられた。

CSF・ASF は陰性だった。細菌学検査は抗

生物質未投与の離乳豚２頭で実施した。そ

の結果、小腸内容からβ溶血を示す大腸菌

が有意に分離され、志賀毒素と定着因子の

遺伝子も検出されたことから浮腫病と診断

した。 

 

 

図３ 死亡豚にみられた眼瞼浮腫 

 

（５）薬剤感受性試験 

 多くの薬剤に耐性を示し、一般的に浮腫

病に有効とされるコリスチンにも耐性を示

した（表２）。検査機関の検査結果では、

豚胸膜肺炎や豚レンサ球菌症終息後も日常

的に投与していた DOXY と AMPC は耐性傾向

であり、一方で NFLX は比較的感受性であ

った 3)。 

 

表２ 薬剤感受性試験の結果 

 

（６）組織学検査 

 腸間膜リンパ節(No.6、7、9)、腎臓

(No.8)、脾臓(No.9)の小血管壁のフィブリ

ノイド壊死が認められた(図４)。 

 

 

図４ 腸間膜リンパ節被膜の小血管壁のフ

ィブリノイド壊死 

 

６ 対策および指導 

 農場従業員、飼料会社指導員、農協技術

員、家保が参集し、浮腫病対策検討会を実

施した。検査結果を共有した上で問題点を

把握し、本農場における効果的な対応を検

討した。その後浮腫病ワクチンの接種を開

始した。検討会直後は肥育豚・離乳豚に一

斉接種し、８月末からは随時接種した。ま

た、薬剤感受性試験の結果から、耐性を示

すDOXY・AMPCの使用を中止し、感受性のあ

るNFLXを発症ロットに対し５日間を厳守し

経口投与するよう指示した。 

 

７ まとめ 

 ４回の病性鑑定とその後の浮腫病対策の

流れは図５のとおりである。解剖１回目で

はAPPの関与を疑ったがレンサ球菌が分離

された。２回目は豚レンサ球菌症を疑った

が有意菌は分離されなかった。３回目に溶

血性のある大腸菌が分離され遺伝子検査の

結果も併せて浮腫病と診断した。４回目で

は離乳舎にも浮腫病が拡大していることを

確認した。８月18日には浮腫病の対策検討

会を実施し、その翌日からワクチン接種を

開始した。NFLXは用法・用量を厳守して使

用した。その後肥育舎・離乳舎ともに死亡

数は減少し、浮腫病の発生は終息した。 
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８ 課題と考察 

今回我々は管内農場での浮腫病発生を経

験した。各種対策により浮腫病は終息した

が、その中では課題もみられた。課題の一

つ目は肥育豚への日常的な抗生物質の予防

的投与である。これにより解剖後の臓器か

らの細菌分離が困難となる場合があった。

抗生物質未投与の離乳豚では遊泳運動を示

す個体がみられたが、抗生物質投与済みの

肥育豚では臨床症状は不明瞭だった。また、

薬剤耐性獲得につながるため、各農場の原

因菌に対する適切な薬剤の選択が重要とな

る。病性鑑定を実施する際は、抗生物質の

投与状況を考慮した細菌検査が必要である。

課題の二つ目は稟告や先入観にとらわれな

い検査である。本症例では農場側の稟告や

過去の病歴につられ、検査を一部限定して

しまったが、発生状況や剖検所見に基づく

検査の実施が重要であると考えられる。 

 一方で畜産農家に対する家保の役割も再

認識した。本症例では農場の背景も踏まえ

た総合的な病性鑑定を実施し、当該農場に

合わせた対応策を提案できた。これは日頃

から農場と連絡を取る家保ならではの対応

だったと考える。今後も農場における疾病

の発生予防やまん延防止、病性鑑定等で農

家に寄り添い、地域の畜産振興に貢献して

いきたい。 

 

図５ ４回の病性鑑定と浮腫病対策の流れ 
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牛 Clostridium perfringens 感染症の発生と直腸便での評価 

○藤本洋平・青山真理恵・中山恵・青木一郎 

（長野県伊那家畜保健衛生所） 

 

要約 

牛 Clostridium perfringens（以下、CP）感染症は牛の突然死を引き起こす重大な

疾病である。令和 4 年 8月と令和 5年 10月に管内酪農場にて CP感染症による突然死

が発生した。当該牛の直腸便中から 2.2×106～2.5×107 CFU/gの CPが確認された。し

現在、牛 CP感染症では小腸内容物中 CP数の指標は存在するが、直腸便中における CP

数の指標は存在しない。そこで、令和 5年 10月に CP感染症の発生があった農場 1戸

および発生の無い農場 6戸において、健常成牛の直腸便 40検体を用い CPの分離培養

試験を実施し、CP数を比較した。その結果、発生のあった農場においてのみ CPが分

離された。また、CP が分離された農場の牛 20頭について抗体検査を実施したとこ

ろ、抗体価は 400～3200≦であり、農場全体が CPに汚染されていることが確認され

た。直腸便中 CP生菌数を評価することは、CP感染症発症リスクを予測するのに有効

である可能性が示唆された。 

 

はじめに 

牛の CP感染症は、CPを病原体とし

た、天然孔からの出血や、下痢便、血

便または便秘を特徴とし、しばしば突

然死を引き起こす疾病として知られて

いる。 

事例紹介 

管内 A農場は、ホルスタイン種成牛

73頭を対頭式つなぎ牛舎で飼養する中

規模酪農農家である。令和 4年 8月 21

日に成牛 1頭が下痢を呈し死亡した。

その数日後には下痢、粘血便を伴う死

亡が発生し、その後も下痢を主訴とし

た死亡が続発した。直腸便中から、4×

105～7.6×108 CUF/gの CP が分離され、

小腸内用物中から 1.9×105 CUF/gの CP

が分離された個体もおり、CPの異常増

殖が確認された（表 1）。また、飼養牛

20頭について CP毒素に対する血中抗

体価を測定したところ、有症牛 6頭は

すべて抗体価 3200以上であり、健常牛

は抗体価 800以上であった（図１）。 

 

 

 

 

 

表１ A 農場における CP 感染症事例 
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また環境検査では、敷料の一部から

CPが分離された他に、給餌していた飼

料中から 8.4×104 CFU/g の CPが分離

された。給餌飼料の原料であるビート

パルプや井水では CP は分離されなかっ

たが、井水を溜めた貯留水中から 3.6

×104 CFU/gの CPが分離され、貯留水

中で CPが増殖していたことが判明し

た。この飼料の給餌をやめることと、

牛嫌気性 5種混合ワクチンを接種する

ことでこの農場での CP感染症は沈静化

した。 

管内 B農場は、ホルスタイン種成牛

76頭を対尻式つなぎ牛舎で飼養する中

規模酪農農家である。令和５年 10月４

日に、成牛 1頭が起立不能・黒色下痢

を呈し死亡した。その後も便異常を伴

う死亡が続発した（表２）。B農場にお

いても、現状把握のため、抗体検査を

実施したところ、検査した健常牛 20頭

はすべて抗体価 400 以上であり、牛群

全体が CPの影響を受けていることが分

かった（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境検査では、飼槽や牛床から CP

が分離されたが、明確な汚染源は特定

できなかった。牛嫌気性 5種混合ワク

チン接種後、今のところ新たな発生は

ない。 

今回牛群の血中 CP毒素抗体価を測

ることで、農場の CP汚染を知ることが

できた。CP感染症は経過が早く、発生

のリスクを事前に知ることは非常に重

要である。しかし、血中抗体価測定に

は、採血の手間や、外部委託のため結

果が判明するまでに時間を要するとい

う欠点がある。そこで、低侵襲かつ簡

便に評価する方法として、直腸便中の

CP定量培養の評価法を試みた。 

現在、CP感染症における CP数評価

図１ A 農場における血中 CP 毒素抗体価 

表２ B 農場における CP 感染症事例 

図２ B 農場における血中 CP 毒素抗体価 

 

36



は、小腸内容物によって行われている

が、直腸便における評価基準は存在し

ない［１］。そこで我々は、健常牛直腸

便中の CP数を定量し、CP数の標準値

を得るとともに、今回発生のあった B

農場の健常牛直腸便中 CP数と比較し

た。 

材料及び方法 

CP発生農場で飼養されている健常牛

の直腸便６検体と、CP非発生農場の酪

農と肉用繁殖牛農家併せて６農場で飼

養されている健常牛の直腸便５～７検

体を用いて、定法に従い CPを分離し、

定量を行った。分離菌の同定は API20-

A（アピケンキ、BioMérieux）を用い、

APIweb（URL: 

https://apiweb.biomerieux.com/login

）により判定した。分離された CPにつ

いては薬剤感受性試験（ディスク法）

を定法に従い実施し、さらに PCR法に

より毒素型別試験を実施し、毒素型 A

～Gに分別した［2］（表３）。 

 

 

 

 

 

 

結果 

非発生農場においてはいずれの農場

においても CPは分離されず、発生農場

でのみ分離され、CP数は最も少なくて

2×103 CFU/g、多くとも 4.6×104 

CFU/gであった（表４、５）。また、分

離された CPの薬剤感受性試験では、明

らかな耐性を示す株は認められず、毒

素型別試験の結果、分離された株はす

べてＡ型であった（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

CP感染症の発生の無い農場では、健

常牛の直腸便中に CPが存在することは

ほとんどないことが分かった。一方

で、直腸便中に CPが高頻度に認められ

る場合、農場が CPに汚染されているこ

とが考えられ、CP感染症の発生リスク

が高い可能性が考えられる結果となっ

た。 

 

 

 表３ 採材農場一覧 

 

 表４ 各農場における CP 分離状況 

 

 表５ 分離 CP 数と性状 
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総括 

A農場と B農場で発生した CP感染症

は、CPによる農場汚染が原因であり、

牛群の血中 CP毒素抗体価を測定するこ

とで確認することが出来た。また、健

常牛直腸便中から高率に CPが分離され

る場合においても、CPによる農場汚染

が考えられる可能性があることが分か

り、CP感染症発生リスクを予想できる

可能性が考えられる結果となった。 

今後も引き続きデータを採取してい

き、本仮説について検証していきた

い。 

 

引用文献 

［１］ 全国家畜衛生職員会：病性鑑定

マニュアル 第４版 

［２］ Julian IRら：Anerobe. 2018. 

Oct;53:5-10. 
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ワクチン類似株による鶏の伝染性ファブリキウス嚢病の発生事例 

○徳武慎哉、片倉裕喜  

                                  松本家畜保健衛生所 

 

要約 

2022 年 12 月、採卵鶏約 45,000 羽を飼育する管内養鶏場において、例年冬季に中雛の死亡及

び淘汰が増加すると相談を受けたことから、45 日齢の衰弱個体 6 羽を対象に病性鑑定を実施し

た。当該農場では飼養鶏に対し、14 日齢及び 28 日齢で伝染性ファブリキウス嚢病（以下、

IBD）生ワクチンの飲水投与を実施していた。解剖鶏は肉眼的に一般症状の悪化とファブリキウ

ス嚢（以下、F 嚢）の萎縮以外に著変は認められなかった。F 嚢は組織学的に、リンパ球減数及

びリンパ濾胞の萎縮が認められた。また、家兎抗 IBD血清（動衛研、茨城）を用いた F嚢の免疫

染色では、6 羽全てでリンパ濾胞に浸潤したマクロファージに一致して抗原陽性が認められた。

ウイルス学検査では、検査に供した 4羽全ての F 嚢から IBDウイルスに特異的な VP2遺伝子が検

出され、増幅産物のシークエンス解析の結果、検出された VP2遺伝子は本鶏群で使用中のワクチ

ン株と 99.8%の相同性が認められた。また、その変異は VP2 遺伝子の超可変領域に限局し、病原

性の増強が示唆された。このことから、本症例は遺伝子変異により病原性の増強したワクチン類

似株による IBD の発症事例と推察された。 

 

１ はじめに 

伝染性ファブリキウス嚢病（以下、

IBD）は、ビルナウイルス科アビビルナウ

イルス属 IBDウイルス（以下、IBDV）を原

因とする急性伝染病であり、主として 3～

6週齢の鶏で F 嚢が傷害される疾患である
1)。ウイルスは血清型 1 及び２に分けられ

るが、血清型 2 は主に七面鳥から分離され、

鶏に対する病原性は弱いことが知られる 1)。

一方、血清型 1 はその病原性と抗原性状に

より、従来型、抗原変異型、強毒型に大別

される 1)。従来型 IBDV では死亡はまれで、

臨床症状は沈鬱、下痢、食欲不振等が認め

られるものの大部分は数日で回復する 2)。

しかし、IBDV感染により F嚢のリンパ組

織は傷害を受け萎縮することから、回復後

も免疫抑制が惹起され、他疾病の誘発や増

悪、ワクチンブレイク等の原因となること

が知られる 2)。 

無エンベロープウイルスである IBDV は、

熱、酸、紫外線などの理化学的作用に抵抗

性を示すことから、環境中で長く感染性を

維持する 2)。さらに RNA ウイルスの一般的

特性として、比較的変異し易い事が考えら

れる 3)。これらの事から、IBDの予防には

オールイン・オールアウト及び適切な洗浄

消毒による飼養衛生管理と、適切なワクチ

ン接種が重要とされる 2)。 

しかし近年、国内では遺伝子変異により

病原性が増強したワクチン類似株を原因と

する IBD の発症事例が散発的に報告されて

おり 4)、今回当県でも類似症例の発生を認

め、若干の知見を得たのでその概要につい

て報告する。 

 

２ 症例 

(1) 品種：ジュリアライト(以下、JL)4 羽，

ボリスブラウン(以下、BB)2羽 

(2) 日齢：45 日齢 

(3) 農場概要：採卵農場，開放ケージ 

(4) 飼育羽数：約 45,000 羽 

(5) 概要 

2022年 11月 25 日、飼育者より「例

年冬季に中雛舎から大雛舎へ雛を移動

すると，その後 1週間程度で 40～60

日齢個体の死亡及び淘汰が増加するた

め原因調査してほしい」と相談を受け

た。このことから、同年 12月 5日に

鶏舎を移動した中雛の経過観察を実施

し、12 月 14日、45 日齢時点の衰弱個

体 6羽を病性鑑定に供した。 

なお、当該農場では従来より、14 日

齢及び 28日齢鶏に対して IBD弱毒生

ワクチンの飲水投与を実施していた。 
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３ 材料及び方法 

(1) 供試鶏 

45日齢の JL4羽及び BB2 羽を検査に

供した。 

 

(2) 臨床検査及び解剖学検査 

供試鶏の外貌及び臓器について肉眼

所見を確認した。 

 

(3) 細菌培養試験 

供試鶏から採取した主要 5臓器と、

5%綿羊血液加寒天培地、改良型エドワ

ード培地、DHL 培地、マンニット食塩

培地を用い、スタンプ培養法を実施し

た。 

 

(4) ウイルス学検査 

JL2羽及び BB2 羽の 10％F嚢乳剤を

作成、核酸抽出後、IBDV に特異的な

VP2遺伝子を標的とした PCR検査を実

施した。 

 

(5) 遺伝子解析 

PCR検査で得られた遺伝子増幅産物

4検体を用い、VP2領域の遺伝子解析

を実施した。 

 

(6) 組織学検査 

供試鶏 6 羽の中枢神経系、主要 5 臓

器、消化管、F 嚢について常法に従い

ホルマリン固定パラフィン包埋切片を

作成し、HE染色を実施した。また、抗

IBDV家兎血清(動衛研)を用いて免疫組

織化学染色（以下、IHC）を実施した。 

 

４ 結果 

(1) 臨床検査及び解剖学検査 

外貌所見では、被毛粗剛、沈鬱、尾

羽の汚れ及び削痩等、一般症状の悪化

以外に著変は認めなかった（図 1）。

また剖検所見では、F 嚢の萎縮を全羽

で認めたが、それ以外の臓器に著変は

認めなかった（図 2）。 

 

図１ 外貌所見 

 

 

図 2 剖検所見 

 

(2) 細菌培養試験 

全ての検体で有意菌は分離されなか

った。 

 

(3) ウイルス学検査 

検査に供した 4 羽全てから、IBDV に

特異的な遺伝子が検出された。 

 

(4) 遺伝子解析 

検査に供した 4 検体は、いずれも当

該農場で使用中の弱毒生ワクチン株の

VP2 遺伝子と 99.8%の相同性を認めた。

また、検体における遺伝子の変異部位

は、4検体中 2 検体では VP2領域の

253番目のコドンの 1 塩基、2検体で

は 254番目のコドンの 1 塩基であった

（表 1）。 

 

表１ VP2遺伝子の塩基配列 

 

※赤は変異部 ※※CAT：His， AAT： 

Asn，GGC：Gly，GAC：Asp 
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(5) 組織学検査 

供試鶏 6 羽の F 嚢は正常組織（図

3）と比較して、リンパ球の減数及び

リンパ濾胞の萎縮を認めた（図 4-9）。

偽好酸球の浸潤はほとんど認められず、

間質の増生が認められた。抗 IBDV家

兎血清を用いた F嚢の IHCでは、リン

パ濾胞に浸潤したマクロファージの細

胞質に一致して抗原陽性像が認められ

た（図 10-15）。 

その他臓器では著変は認められなか

った。 

 

 

図 3 正常な F 嚢（HE） 

 

 

図 4 No,1 F 嚢（HE） 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  No,2 F 嚢（HE） 

 

 

図 6  No,3 F 嚢（HE） 

 

 

図 7  No,4 F 嚢（HE） 
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図 8  No,5 F 嚢（HE） 

 

 

図 9  No,6 F 嚢（HE） 

 

 

図 10  No,1 F嚢（IHC） 

 

図 11 No,2 F 嚢（IHC） 

 

 

図 12 No,3 F 嚢（IHC） 

 

 

図 13  No,4 F嚢（IHC） 
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図 14 No,5 F 嚢（IHC） 

 

 

図 15  No,6 F嚢（IHC） 

 

５ 診断 

 ワクチン類似株による鶏の IBD 

 

６ IBD 発生後の対応 

(1) ワクチンプログラムの変更 

当該農場では従来、弱毒生ワクチン

の飲水投与を実施していたが、IBD発

生以降、初生雛に対するベクターワク

チンの皮下接種に変更した。 

 

(2) 鶏舎管理の改善 

当該農場では IBD 発生当時、鶏群の

オールイン・オールアウトが実施され

ず、同一鶏舎内に複数ロットの鶏群が

同居していたことから十分な洗浄消毒

が実施できない状況にあった。2023年

2月以降も同一鶏舎内に複数ロットが

同居する状況は改善されていないもの

の、可能な限りオールアウトを実施し、

空舎となった場合はホルマリン水によ

る洗浄消毒を実施する事とした。また、

オールアウト出来ない場合でも、廃鶏

出荷した区画等は次亜塩素酸 Na 又は

水酸化 Ca添加逆性石鹸水を用いて洗

浄消毒を実施することとした。 

 

７ 追加検査 

 対応実施後、状況確認のため、以下の追

加検査を実施した。 

 

(1) 2023年 6 月 

ア 材料 

42日齢の衰弱鶏 3 羽を検査に供し

た。 

 

イ ウイルス学検査 

10％F嚢乳剤を作成、核酸抽出後、

IBDVに特異的な VP2 遺伝子を標的と

した PCR 検査を実施した。また、検査

鶏 3羽の血清を採取し、鶏腎細胞を用

いて中和試験を実施した。 

 

ウ 組織学検査 

主要 5臓器及び F 嚢、消化器系、中

枢神経系のホルマリン固定パラフィン

包埋切片を作成し、HE 染色及び抗

IBDV家兎血清を用いた IHCを実施し

た。 

 

エ 結果 

(ア) ウイルス学検査 

PCR検査では、F嚢から IBDVに特異

的な VP2 遺伝子は検出されなかった。

また、中和試験では、重度の削痩が認

められた 1羽を除き、32～64倍の中

和抗体価が認められた（表 2）。 

 

表 2 中和試験結果 
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(イ) 組織学検査 

中程度から重度の削痩が認められた

2羽で F 嚢及び胸腺の発育不全が認め

られた。しかし、抗 IBDV 家兎血清を

用いた IHCでは全羽で抗原陰性が確認

された。 

 

(2) 2023年 9 月 

ア 材料 

2023年 6 月検査個体の余剰血清 3

羽分及び同ロット個体の 130日齢時の

血清 5羽分を検査に供した。 

 

イ ELISA検査 

ベクターワクチン接種個体における

抗 IBDV 抗体の由来を調査する目的で、

IBD VP2-ELISA 及び IDEXX IBD-ELISA

を実施した。 

 

ウ 結果 

IBD VP2-ELISA では、42 日齢個体で

平均 SP 値 0.76 であったものが、130

日齢個体では 2.8 に上昇が認められた。

一方、IDEXX IBD-ELISA では、42 日齢

個体で平均 SP 値 0.13 であったものが、

130日齢個体では 1.25 に上昇が認め

られた（表 3）。 

 

表 3 ELISA検査結果 

 
 

８ まとめ及び考察 

本症例では、PCR検査を実施した 4羽全

ての F嚢から IBDVに特異的な VP2 遺伝子

が検出された。また、組織学検査では、６

羽全ての F嚢で典型的な IBDの病変が認め

られ、抗 IBDV 家兎血清を用いた免疫組織

化学染色では、F嚢に浸潤したマクロファ

ージに一致して抗原陽性の所見が認められ

た。一方、PCR 検査で得られた VP2領域の

遺伝子増幅産物の遺伝子解析では、4検体

全てで 1 塩基の変異が認められ、当該農場

で使用していた弱毒生ワクチン株と 99.8%

の相同性を示した。このことから、本症例

の原因は IBDV のワクチン類似株であると

考えられた。 

VP2遺伝子は B（Base）、S（Shell）、P

（Projection）の 3ドメインから成る

IBDVのカプシド蛋白質をコードする遺伝

子である。この内、P ドメインは VP2領域

の 206-350残基のアミノ酸から成り、最も

変異頻度が高い事から超可変領域（VP2-

HVR）と呼ばれ、IBDの主要な中和エピト

ープを構成している 5)。このことから、P

ドメインの特定のアミノ酸の置換により、

ウイルスの抗原性が変異すると考えられる
5）。また、VP2 遺伝子の 253番目のアミノ

酸がヒスチジンからグルタミン又はアスパ

ラギンに置換されることでウイルスの病原

性が増強する事が報告されている 4)。 

本症例においては、2 検体では 253番目

のコドンがヒスチジンからアスパラギンに

置換しており、既報と一致した結果であっ

た。しかし、1 検体では 254番目のコドン

がグリシンからアスパラギン酸に置換し、

1検体は 254番目のコドンの第 2 塩基が混

合塩基 N と判定された事から何らかの変異

が生じている可能性も否定できなかったが、

病原性との関係は不明であった。 

本症例では有意菌は分離されておらず、

肉眼的にも F嚢の萎縮以外に著変は認めら

れなかった。これらのことから、本症例は

遺伝子変異により病原性が増強したワクチ

ン類似株の単独感染による IBDであると推

察された。 

当該農場は先述の通り、1つの鶏舎に複

数ロットの鶏群が同居しており、ほとんど

オールイン・オールアウトが実施されず、

十分な洗浄消毒が出来ない環境であった。 

生ワクチン株は開発段階で、5-10 代継

代して病原性が増強しない事を確認した上

で承認されている。しかし、無エンベロー

プの RNA ウイルスである IBDVは環境に残

存しやすい上に比較的変異を生じやすいこ

とから、ワクチン株であっても環境中で長

期間継代された場合等には、遺伝子変異を
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生じる可能性は否定できない 3，4)。 

これらの事から、本症例は、清掃消毒が

不十分な農場内に IBDV のワクチン株が残

存して継代を繰り返す中、VP2遺伝子の超

可変領域に変異を生じて病原性が増強した

ワクチン類似株が常在化し、幼若個体の飼

育環境の変化及び寒冷ストレス等が誘引と

なる事で IBDの発症に至っているものと推

察された。 

現在、当該農場においては IBD対策とし

て、ワクチンプログラムの変更と可能な限

りの清掃消毒を実施している。その効果判

定を目的として 2023 年 6 月から 9 月に実

施した IBD VP2-ELISA は、抗原として VP2

のみを使用する検査キットである為、検査

成績はベクターワクチン由来の抗体量を反

映するものと考えられる。一方、IDEXX 

IBD-ELISAは抗原として VP2を含む複数の

IBDV 抗原を使用する検査キットである為、

その検査成績は野外ウイルス由来の抗体量

を反映するものと考えられる。 

その結果、42日齢から 130日齢個体の

間で、IBD VP2-ELISA では平均 SP値は

0.76から 2.8への上昇を認めた事から、

当該農場における飼育鶏には十分なワクチ

ン抗体が賦与されていると考えられた。一

方で、IDEXX IBD-ELISA では、平均 SP 値

は 0.13 から 1.25への上昇に留まった。野

外ウイルス感染時には SP 値が 2.5 以上に

上昇すると想定されることから、当該農場

においては現在、ベクターワクチンが有効

に機能し、ワクチン類似株を含む野外ウイ

ルスの感染は制御されているものと推察さ

れた。 

 農場への聞き取り等の結果から、本症例

の主要な発生原因は、特殊な飼育形態に起

因する清掃消毒不足と考えられた。しかし、

ワクチン類似株を原因とする類似症例は近

年全国的に散発が認められることから、本

症例は著しく特殊な事例ではなく、IBD 生

ワクチンを使用する農場においては類似症

例に遭遇する可能性があることに留意が必

要である。これらの事から、基本的な飼養

衛生管理の重要性を再確認し、本症例を農

家指導の参考としたい。 

６ 参考文献 

1) 日本獣医病理学専門家協会：動物病理

カラーアトラス第 2 版，50(2018) 

2) 近代出版：動物の感染症初版，257-

258(2004) 

3) 佐藤裕徳，横山勝：ウイルスと変異，

ウイルス第 55 巻第 2 号，221-

230(2005) 

4) 伝染性ファブリキウス嚢病の最近の発

生と対策：鶏病研究会 58 巻 4号，

190-197(2022) 

5) 井上大輔，早島彬美，重國由起子：国

内で確認された抗原変異型伝染性ファ

ブリキウス嚢病ウイルスの性状と市販

ワクチンの有効性，長崎県家畜保健衛

生業績発表会抄録 60，48-61(2019) 
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県内における乳用牛の代謝プロファイルテスト基準値の再検討 

○松澤直樹、大泉卓也、山本修  

（長野県松本家畜保健衛生所） 

 

要約 

 本県では乳用牛の生産性向上のため牛群ドックを実施している。検査および調査項目の

1つである代謝プロファイルテストでは、検査結果を基に本県が独自に設定した基準値を

指標として成績を解析している。その基準値は 2010年の設定以降更新されていないこと

から、今回新たに検査結果を分析し基準値を再検討。2020年 4から 2023年 3月にかけ

て、臨床的に異常を認めない乳用牛 2,894頭について BCS、PCV、TP、Alb、A/G、BUN、

NEFA、Glu、T-Ch、GOT、GGT、Ca、iP、Mg、レチノール、β-カロテン、およびα-トコフ

ェロールの 17項目の検査結果を収集し、必要に応じて正規化処理を実施後、乳期別に

Shapiro–Wilk検定を用いて正規性を検定。正規性を確認後、平均値±標準偏差×2の範囲

を基準値として設定。旧基準値と比較し、NEFA、GGT、β-カロテンの 3項目で平均値が低

下傾向。その他の項目に大きな変動を認めず。変動の要因は、飼養管理技術の向上、生産

費高騰等による給与飼料の変更等と考察。 

 

１ はじめに 

本県では、酪農生産性向上対策事業実施

要領に基づき、飼養管理技術面の課題改善

や生産性向上を目的として、乳用経産牛を

対象とした牛群ドックを 1989年より実施

している。牛群ドックでは、血液検査およ

び血清生化学検査等による代謝プロファイ

ルテスト、飼料給与診断、乳用牛群検定成

績の分析等を総合的に検討しており、代謝

プロファイルテストについては、本県独自

の「牛群ドックマニュアル」[1]に基づき、

家畜保健衛生所が評価を行っている。評価

の参考には、本県の検査結果を基に算出し

た基準値を使用しており、1995年に「高

泌乳牛群飼養衛生管理マニュアル」[2]とし

て発行されたのち、2007年から 2009年の

3年間のデータに基づき再設定が行われ、

2010年度に「牛群ドックマニュアル」と

して更新された。以後、その基準値が使用

され続けてきたが、その後改訂されること

なく 12年間が経過したことから、現状に

即した基準値を再検討するため、データ分

析を実施した。 

 

２ 材料および方法 

（１）分析対象 

 本県で実施した牛群ドックの検査結果

とし、本県全域の乳用経産牛のうち、家

畜保健衛生所職員が臨床的に異常を認め

ないと判断した個体のデータを採用し

た。データ収集期間は 2020 年 4月から

2023年 3月の 3年間とし、延べ 2,894

頭の検査結果を使用した。データ分析

は、項目毎乳期別に行い、分娩日を 0日

とした分娩後日数により 9区分に分類し

た（表１）。 
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表１ 乳期区分の定義と検体数 

 

 

（２）分析項目 

ボディコンディションスコア（BCS）、

血球容積（PCV）、血清総蛋白質（TP）、

血清アルブミン（Alb）、血清尿素窒素

（BUN）、血清非エステル型脂肪酸

（NEFA）、血糖（Glu）、血清総コレステ

ロール（T-Ch）、血清アスパラギン酸ア

ミノトランスフェラーゼ（GOT）、血清γ

-グルタミルトランスフェラーゼ

（GGT）、アルブミン/グロブリン比

（A/G）、血清カルシウム（Ca）、血清無

機リン（iP）、血清マグネシウム（Mg）、

血清レチノール（VA）、血清β-カロテン

（β-Ca）、および血清α-トコフェロー

ル（VE）の 17項目とした。 

 

（３）分析方法 

  ア 正規性の検定 

 各項目につき乳期別に実施した。

検定方法は Shapiro–Wilk検定[3]を

採用し、p≧0.05 で正規分布の可能

性が否定できないと判定した。統計

ソフトウェアは、EZR[4]を使用し

た。検定で正規性が確認できなかっ

た項目については、べき乗変換等の

正規化処理を実施後、再検定を行っ

た。再検定でも正規性が確認できな

い項目については、外れ値を除外

し、視覚的に正規分布に近いヒスト

グラムを形成するべき乗変換結果を

採用した。 

  イ 基準値の設定 

 正規性を確認した項目について、

平均値±標準偏差×2の範囲を新基

準値として設定した。 

ウ 平均値の比較 

 各項目につき乳期別に、2010年

度設定の基準値の平均値（旧基準

値）に対する新基準値の比率を算出

し、比較を行った。 

  

３ 結果 

各項目の新基準値および旧基準値を示

した（図 1から図 17）。 

 

 

図 1 BCSの新基準値と旧基準値 

 

 

図 2 PCVの新基準値と旧基準値 
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図 3 TPの新基準値と旧基準値 

 

 

図 4 Albの新基準値と旧基準値 

 

 

図 5 BUNの新基準値と旧基準値 

 

 

図 6 T-Chの新基準値と旧基準値 

 

 

図 7 NEFAの新基準値と旧基準値 

 

 

図 8 Gluの新基準値と旧基準値 

 

 

図 9 GOTの新基準値と旧基準値 

 

 

図 10 GGTの新基準値と旧基準値 
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図 11 A/Gの新基準値と旧基準値 

 

 

図 12 Caの新基準値と旧基準値 

 

 

図 13 iPの新基準値と旧基準値 

 

 

図 14 Mgの新基準値と旧基準値 

 

 

図 15 VAの新基準値と旧基準値 

 

 

図 16 β-Caの新基準値と旧基準値 

 

 

図 17 VEの新基準値と旧基準値 
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BCS、PCV、TP、Alb、BUN、T-Ch、

Glu、GOT、A/G、Ca 、iP、Mg、VA、およ

び VEの基準値は、いずれの乳期につい

ても旧基準値と同様の推移が見られた。

NEFAの基準値は分娩直後において旧基

準値比 72.9 %と平均値の低下が見ら

れ、その他の乳期では旧基準値と同様の

推移が見られた。GGT の基準値は旧基準

値比 73.9 %から 96.4 %と全体的に平均

値が低下する傾向が見られた。β-Caは

乾乳期から泌乳後期にかけて旧基準値比

56.7 %から 78.3 %と大幅な平均値の低

下が見られた。 

 

４ 考察 

 新基準値では、17 項目中 3項目で平均

値の変動が見られ、特にβ-カロテンの平

均値が著減していることが確認された。β

-カロテンの主要な供給源は餌によるもの

であり、血清β-カロテン濃度は飼料や添

加剤の給与状況を反映したものであると考

えられる。変動の要因として、畜産物生産

費統計[5]に記載された搾乳牛１頭あたりの

牛乳生産費の全国平均は、旧基準値を算出

した 2007年から 2009 年が 734,111円から

765,384円であるのに対し、今回データを

収集した 2020年から 2022年は 948,534円

から 1,078,496円と高騰しており、経済的

理由による給与飼料の変更等が影響した可

能性が示唆された。一方で、その他項目で

は大きな変動を認めず、NEFA や GGTでは

低下も見られたことから、生産者の飼養管

理技術の向上が示唆された。これらは、デ

ータ収集時期の状態を反映していると考え

られるため、今後も定期的な基準値の見直

しが必要であると考えられた。 

 

５ 参考文献 

[1] 長野県農政部園芸畜産課: 牛群ド

ックマニュアル（代謝プロファイ

ルテストを中心に）. 2011 

[2] 長野県農政部畜産課: 高泌乳牛群

飼養衛生管理マニュアル. 1995 

[3] Shapiro, S. S. and Wilk, M. B.: 

An analysis of variance test 

for normality (complete 

samples). Biometrika, 52, 3 and 

4, 591-611, 1965 

[4] Kanda Y. : Investigation of the 

freely available easy-to-use 

software ‘EZR’ for medical 

statistics. Bone Marrow 

Transplantation, 48, 452-458, 
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[5] 農林水産省大臣官房統計部経営・

構造統計課: 畜産物生産費統計. 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/
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相対定量法を用いた牛伝染性リンパ腫ウイルスのリアルタイム PCR 法の従来法との比較 

○片倉裕喜      

（長野県松本家畜保健衛生所） 

                                

要約 

 

牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）のリアルタイム PCR 法は絶対定量法（従来法）により BLV

コピー数を測定し感染牛のリスク評価を行っており、農場指導に活用されている。ΔΔCt 法は

検量線を引かずに測定する相対定量法の１種で、絶対定量法に比べ迅速かつ簡便な検査法とされ

ている。今回、従来法で使用している BLV 検査試薬及びリアルタイム PCR 装置を使用し、ΔΔCt

法を用いた BLV のリアルタイム PCR 法（新規法）を作出した。BLV 感染牛の血液 71 検体を用い

て従来法と新規法の関連を調べたところ、両者の間に強い相関が認められた。新規法では核酸の

濃度測定及び希釈が不要であることから、検査手技に起因する測定結果の誤差を減らすことが可

能であり、従来法に比べて１検査当たりの検査時間を約 120 分短縮、検査費用は約 6500 円削減

可能であった。 

  

１ はじめに 

 地方病性牛伝染性リンパ腫は牛伝染性リン

パ腫ウイルス（以下 BLV）の感染によって起

こる牛の感染症である。BLV 感染牛の数パー

セントはリンパ節をはじめとして全身諸臓器

に肉腫を引き起こし、発症牛は致死的経過を

たどる[１] 。主に感染牛の血液を介して伝

播され、感染後は宿主ゲノムに組み込まれた

プロウイルスとして存在する。プロウイルス

量の高い感染牛は非感染牛への感染リスクが

高いとされており[２]、プロウイルス量の測

定にはリアルタイム PCR 法が利用されている。 

 リアルタイム PCR法では増幅産物の蛍光が

閾値に達した際のサイクル数を Ct 値という

値で算出され、PCR 法が１サイクルにつき２

倍に増殖するという特性に基づいて検査サン

プルの初期量が測定される。BLV のリアルタ

イム PCR 法には複数の検査法が存在するが、

その一部を表１に示した。 

 

表１ BLV のリアルタイム PCR法（pol 法） 

 

 

いずれの検査法も BLV の感染度合いを表すこ

とが可能であり、検査結果を基にした非感染

牛への感染リスク分類も検討されている。直

近では、10 万細胞あたりの BLV プロウイル

ス量が 12,000 コピー以上の感染牛を高リス

ク牛とする分類法が発表された[３]。高リス

ク牛は非感染牛との隔離飼育や優先淘汰など、

リアルタイム PCR 法の結果は BLV 陽性農場で

の指導に役立てられている［１］。 

当県では表１の pol 法のうち、DNA100 ng

あたりの BLVコピー数を算出する方法（以下、

従来法）で検査を実施しているが、この方法

では核酸抽出後に核酸濃度測定及び希釈の作

業が必要である（表１、図１）。pol 法では

他に、牛 10 万細胞あたりの BLV コピー数を

出す方法、あるいは感染細胞率で表す方法が

ある。これらは牛ゲノム中に含まれるリボヌ

クレアーゼ P RNA コンポーネント H1（以下、

RPPH1）遺伝子量を同時に測定することで計

算可能で［４］、これらの検査法では核酸の

測定と希釈は不要である。ただし、表１に示

したいずれの方法でも 10１から 106 コピーに

調製した標準サンプルを同時測定し検量線を

作製してコピー数を算出する必要がある（図

１）。 
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図１ 従来法の検査工程及び必要試薬量 

 

ΔΔCt 法はリアルタイム PCR 法のうち相

対定量法の１種で、内在性コントロールで各

サンプル間の補正をし、基準となるサンプル

に対して未知サンプルの相対遺伝子量を求め

ることができる（図２）ため、検量線の作製

が不要であり、主に遺伝子発現量の比較に用

いられる［５］。今回はΔΔCt 法が BLV の

リアルタイム PCR 法に応用可能か検討した。 

 

図２ ΔΔCtの求め方  

 

２ 材料と方法 

（１）ΔΔCt 法を用いた BLV リアルタイム

PCR 法（以下、新規法）の検討 

 検討材料には既知の BLV 陽性牛 71 頭の

EDTA 加血液を使用した。核酸抽出は QIAamp 

DNA Mini Kit（Qiagen）を使用し、リアルタ

イム PCR 検査試薬には  Bovine Leukemia 

Virus qPCR Detection Kit（タカラバイオ株

式会社）を使用した。測定機器は CFX 

Connect （Bio-Rad 社）を使用し、結果は同

機器付属のソフトウェア（ Bio-Rad CFX 

Maestro（ver.2.2））で解析した。新規法で

は、サンプル間の補正をするための内在性コ

ントロール遺伝子を、同検査試薬で測定可能

な RPPH1 遺伝子とし、基準とするサンプルに

は付属の陽性コントロール（BLV コピー数及

び RPPH1 コピー数 各 2.0×10５コピー/µL）

を用いた。また、従来法に用いる検体は核酸

濃度を測定したのち、20 ng DNA / µL とな

るように脱イオン蒸留水で希釈した。新規法

・従来法ともに、試薬の調製や PCR 条件は検

査試薬の説明書に従った。 

 

（２）リスク分類の検討 

 既存のリスク分類法と新規法の関係につい

て評価するために、（１）と同検体を使用し

て 10 万細胞あたりの BLV プロウイルスコピ

ー数を測定した。リアルタイム PCR 法には

（１）と同じ試薬・機器を使用した。測定結

果と（１）の新規法の結果から回帰直線を求

め、比較した。 

 

３ 結果 

（１）新規法の検討 

新規法では、基準サンプルの BLV プロウイ

ルス量を１とした時の各サンプルの BLV プロ

ウイルス相対量がグラフ化され、さらに相対

値が算出される（図３）。新規法で算出され

る値が小さいため、100 倍した数値を検討に

用いることとし、以下では BLV感染度と呼ぶ

こととする。従来法と新規法の結果から回帰

直線式を求め比較したところ、相関係数は

0.9085 と強い相関を示し、決定係数は

0.8253と高値であった（図４）。 

 

 

 

図３ 新規法の結果 
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図４ 従来法と新規法の比較結果 

 

（２）リスク分類の検討 

 10 万細胞あたりの BLV コピー数と新規法

の結果から回帰直線式を求め比較したところ、

相関係数は 0.9989 と強い相関を示し、決定

係数は 0.9978 と高値であった（図５）。回

帰直線の近似式から、リスク分類の基準であ

る 10 万細胞あたりの BLV コピー数が 12,000

コピー、3,000 コピー、600 コピーのときの

BLV 感染度を求めたところ、それぞれ約 6.4、

1.7、0.4 であった。 

図５ BLV 感染度と 10 万細胞あたりの BLV

コピー数の比較 

 

４ 考察 

 以上の結果から、ΔΔCt 法を用いた BLV

リアルタイム PCR は従来法と強い相関があり、

新規法の結果を用いて新たにリスク分類が可

能であることが示唆された。従来法ではプロ

ウイルス量の補正に DNA 量を使用するため、

検体 DNA 濃度が低い場合や抽出過程での不純

物の混入といった影響を強く受けることから

結果がばらつくことが報告されている[３]。

新規法では内部標準遺伝子で補正するためそ

れらの影響を受けにくく、従来法と新規法の

間のばらつきは従来法の検査誤差に起因する

ものと考えられた。 

 リスク分類について、既存のリスク分類と

本検討の結果から、BLV 感染度で 6.4 以上が

高リスク、1.7 以上 6.4 未満が中リスク、

0.4 以上 1.7 未満が低リスク、0.4 未満が超

低リスクと分類することが可能である。ここ

で、前述のとおり BLV コピー数及び RPPH1コ

ピー数が各 2.0×10５コピー/µL の陽性コン

トロールを基準サンプルとして使用した。こ

れを言い換えると、新規法では 10 万細胞あ

たりの BLV コピー数が 2.0×10５のサンプル

を１としたときの各サンプルの相対 BLV 遺伝

子量を表している。つまり、既存のリスク分

類での高リスク、中リスク、低リスクの区分

けとなる 10万細胞あたりの BLVが 12,000コ

ピー、3,000 コピー、600 コピーは、BLV 感

染度で表すと理論値がそれぞれ 6.0、1.5、

0.3 となる。全検査機関で統一的な基準を設

けることとすると、既存のリスク分類の理論

値を基にして BLV 感染度 6.0以上を高リスク、

1.5 以上 6.0 未満を中リスク、0.3 以上 1.5

未満を低リスク、0.3 未満を超低リスクとす

るのがよいと考えられた（表２）。 

 

表２ BLV 感染度による新リスク分類と BLV

コピー数によるリスク分類の比較 

 
 

この BLV 感染度による新リスク分類と本検討

での算出値を比較すると、低リスクに分類さ

れていた４検体が中リスクに再分類されたが、

他は変わらなかった（表３）。分類が変わる

検体があった理由としては、10 万細胞あた

りの BLV プロウイルス量を算出する方法では

検量線を作製するため１サイクルあたりの増

幅効率が考慮されるが、ΔΔCt 法では増幅

効率を１として計算していることや、今回の

検討に利用した野外検体に偏りがあったこと

が考えられた。 

 

表３ BLV 感染度による新リスク分類と本検

討での算出値の比較 
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同一検体を再度新規法で検査し、新リスク分

類により分類をしたところ、表４のとおりの

結果となった。この結果からも、BLV 感染度

が 6.0以上を高リスクとする分類は妥当であ

ると考えられた。 

 

表４ 新リスク分類による検体の評価 

 
 

また、従来法では１度のリアルタイム PCR

で 50 検体を検査すると考えると、核酸濃度

測定に約 60分、核酸の希釈に約 60分の、計

２時間かかっていた。新規法では核酸濃度測

定と希釈の工程が不要であるため、当県での

BLV のリアルタイム PCR 法にかかる時間を約

２時間短縮できる。また、従来法で検量線の

作製に６検体分の試薬が必要であったが、新

規法では基準サンプルの１検体分のみとなる

ため５検体分の試薬を削減できる（図６）。

その他、核酸希釈に必要なチューブ類の消耗

品費も合計すると、費用面では１検査あたり

約 6500 円の削減が可能である。当県では年

間約 15 回の BLV のリアルタイム PCR 法を実

施するため、１年間で約 10 万円の削減が可

能である。以上のことから、新規法は従来法

と同等以上の検査精度でかつリスク分類も可

能であり、さらに検査時間と費用を削減でき

るため、BLV のリアルタイム PCR 法として非

常に有用であると考えられる。 

 

 

図６ 新規法での作業工程等の削減 

 

 当 所 で は 全 自 動 核 酸 抽 出 装 置 の

magLEAD(Precision System Science)を保有

している。磁気ビーズ法で抽出する magLEAD

での抽出核酸は当所で保有している吸光度測

定機では正確に吸光度を測定できなかったた

め、これまで BLV のリアルタイム PCR法に用

いる検体の核酸抽出は QIAamp DNA Mini Kit

を用いたカラム法で行っていた。新規法では

核酸濃度測定が不要であるため、magLEAD を

用いた抽出産物を利用可能であると考えられ

る。magLEAD を使用できれば、さらに検査手

技の簡略化が可能である（図７）。全自動核

酸抽出機を使用しての BLV リアルタイム PCR

法は他都道府県では実際に行われているため

十分可能であると考えているが、今後の検討

としたい。 

 

 

図７ 今後の検討課題 
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大北地域における子実用とうもろこしの栽培適性 

 

○岩下 さや夏、清原 佑介、岡部 知恭 

                                  （北アルプス農業農村支援センター） 

 

要約 

大規模稲作経営体の新たな転作作物の選択肢として、子実用とうもろこしを導入することが可

能かどうかについて検証した。試験栽培は、大豆の連作による収量低下が発生しているほ場（面

積約 60a）で行った。播種作業は目皿式大豆用ロータリーシーダーで播種可能であることが確認

できた。また、収穫専用アタッチメントを装着した汎用コンバインの収穫精度は高く、実収量は

662kg/10a であった。供試品種別の収量については、播種時の栽植密度による差が大きく今後検

討が必要である。粗収入は子実用とうもろこし 26,480 円/10a（40 円/kg）、畑作物産地形成促

進事業 40,000 円/10a、合計 66,480円/10aであった。 

 

１ 背景 

 大北地域は耕地面積の 86％が水田、農業産

出額（菌茸を除く）の 63％が水稲と、水稲に

特化した地域である。 

水田転作作物として土地利用型作物の麦・

大豆・そばを栽培しているが、栽培が固定化

してしまい、連作による収量低下が大きな課

題となっている。そこで、新たな転作作物と

して子実用とうもろこしを導入し、輪作する

ことで、生産性向上や地力増進に繋がると考

えた。しかし、大北地域での栽培事例はない

ため、本試験により子実用とうもろこしの栽

培適性を検証した。 

 

２ 材料及び方法 

（１）耕種概要 

大町市常盤に設置した子実用とうもろこ

しの試験圃（約 60a）の耕種概要は次に示

すとおりである。 

試験委託農家は大町市で転作作物を広く

栽培している大規模稲作経営体である。 

供試品種は相対熟度(Relative Maturity

：以下 RM) 95～110の５品種（「タラニス

」、「LG2533」、「36B08」、「34N84」、

「LG30500」）とした［図１］。 

令和５年４月に豚糞堆肥２t/10a、５月

に基肥として化成肥料 60kg/10a（N:P:K＝

6.0:4.8:5.4 kg/10a）を施肥し、ロータリ

ーで攪拌した。 

６月 19 日に目皿式大豆用ロータリーシ

ーダーで播種し、目標栽植密度は条間

75cm×株間 19cm、7,018 本/10aとした。 

 

 

 

 

 

 

 

図１．ほ場図 

雑草対策として、播種後の６月 20 日に

ゲザノンゴールド、７月 18 日にブルーシ

アフロアブル（６～７葉期処理）をハイク

リアランスブームスプレーヤで散布した。 

害虫対策として、８月 19 日にダイアジ

ノン粒剤５をドローン散布した。 

収穫は 11 月９日に子実用とうもろこし

専用アタッチメントを装着した汎用コンバ

インで収穫後、大豆用乾燥機で水分率 14

％以下まで乾燥させた。 

写真１．除草剤散布（７月 18 日） 
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（２）調査方法 

生育特性の調査は「飼料作物系統適応性

検定試験実施要領」(改定５版)に準じて実

施した。 

子実の水分含量の調査は、各品種中庸な

子実を３本採取し、９月 22 日～10 月 23

日まで 10日置きに計４回行った。 

子実のカビ毒分析は全国農業協同組合連

合会に委託して行った。 

  

３ 結果 

（１）大豆用播種機での播種適性 

大豆用播種機は、畝幅 75cm×株間 19cm

、7,018 本/10a に設定した。 

種子形状「Ｆ（平種）」の栽植本数が多

く、「Ｒ（丸種）」は播種機の設定に近い

栽植本数となった[図２]。 

種子の薄い平種が目皿に２粒入るなどし

て播種量が多くなった可能性が高いが、絞

りを調整することで適正量の播種が可能で

あると考えられる。 

このことから、種子形状については今後

検証が必要であるが、大豆用播種機で播種

可能であることが確認された。 

図２．種子形状の違いによる栽植密度 

Ｆ：LG30500・LG2533、R：34N84・36B08・ﾀﾗﾆｽ 

 

（２）品種特性調査 

出穂期、絹糸抽出期、黄熟期、成熟期（

子実水分含量 30％以下）は RM が大きくな

るほど遅くなる傾向にあった[表１]。 

表１．生育調査結果 

 

（３）収量調査 

11 月２日に各品種の子実 20 本の収量調

査を実施した[図３]。 

RM の大きい品種ほど収量が高くなる傾

向があったが、密植により密度ストレスが

発生し、子実の充実不良を招いたことから

単純に比較できないため、再度検証する必

要がある。 

11 月９日に収穫を行い［図４］、試験

ほ場の収量は 3,942kg（662.3kg/10a、子

実水分率 14％）であった。 

この値は、国が目標とする 800kg/10aに

は及ばなかったが、畜産試験場で行った試

験と同程度の収量となった。 

図３．単収（坪刈り調査）と栽植密度 

 

写真２．収穫の様子 

 

（４）子実水分含量の推移 

  RM の小さいタラニスと 34N84 の２品種

が 10 月３日に収穫可能水分率である 30％

以下に到達し、そのほかの３品種が 10 月

23日に 30％以下となった。 

11 月９日の収穫直後には、全体の水分

率の平均が 19.1％となっており、大豆用

乾燥機を用いて１晩乾燥し、貯蔵に適する

水分率である 14％以下とした。 

品種 ＲＭ
栽植密度
（本/10a）

雄穂抽出期 絹糸抽出期 黄熟期 成熟期※
草丈
(cm)

雌穂着高
（cm）

着雌穂高
率（％）

タラニス 95 7000 8月5日 8月6日 9月11日 10月3日 285 112 39

LG2533 105 11600 8月11日 8月13日 9月19日 10月3日 293 119 41

36B08 106 7600 8月9日 8月9日 9月14日 10月23日 265 113 43

34N84 108 8533 8月11日 8月11日 9月17日 10月23日 271 121 45

LG30500 110 10000 8月13日 8月15日 9月22日 10月23日 324 324 46

　　　　　 ※成熟期：子実水分30％以下となった日

※着雌穂高率：50％が茎葉の中心を表す

[表２]子実用とうもろこし生育調査結果
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図４．子実水分含量の推移 

 

 

写真３．収穫直後の子実 

 

（５）子実のカビ毒分析結果  

子実のカビ毒を分析した結果、デオキシ

ニバレノール（DON）の検出は無かったが

、フモニシンが 8.8 ㎎ /kg（基準値

4.0mg/kg）検出された。これは契約先の飼

料会社が使用するのに問題ないとされる値

であった。 

 

（６）生産費、収益性 

10a 当たり粗収入は子実用とうもろこし

収穫物実績：26,480円（40円/kg）と畑作

物産地形成促進事業：40,000 円/10a で、

合計 66,480円/10aとなった。 

種苗費・肥料費等は 46,328 円（税込）

で、10a あたり所得は 20,152 円/10a であ

った。 

 

４ 考察 

本試験から、子実用とうもろこしの栽培に

ついては機械作業体系での栽培が可能である

ことや、他の転作作物と輪作が可能であるな

どの利点があることから、大規模稲作経営体

が多い大北地域での栽培適性はあると考えら

れる。 

さらに、子実用とうもろこし単作では収益

性は高くはないが、新たな転作作物として導

入し、大豆と連作することで、連作障害の解

消や地力増進につながり結果的に所得向上に

貢献するものと考えられる。 

 試験委託農家からは、大豆よりも管理が容

易であること、他の作物と作業が重複しない

ことなど、子実用とうもろこしの導入に前向

きな意見があった一方で、収益性が高くない

ことから、直接支払交付金（ゲタ対策）適用

の要望や販路開拓への課題が挙げられた。 

 来年度、試験委託農家では補助事業を活用

して収穫機械を購入し、栽培面積を約６倍に

拡大して大豆連作ほ場で取組む予定である。 

 今後は、種子形状に合わせた大豆用播種機

の調整の検証や大北地域に適した子実用とう

もろこしの品種選定、子実用とうもろこし作

付け後のほ場における大豆の生育・雑草発生

状況、収量への影響等の課題解決に向けて引

き続き検証していく予定である。 

 

５ 関係機関 

ＪＡ大北（農家選定、資材等の購入、出荷） 

ＪＡ全農長野（集荷、販売） 

雪印種苗株式会社（種子提供） 

カネコ種苗株式会社（種子提供） 

畜産試験場 飼料環境部（調査協力） 

農業技術課畜産専門技術員（調査協力） 

 

６ 関連事業等 

事業名：水田農業経営確立推進指導事業（

産地推進品目導入拡大支援事業） 

 事業概要：産地推進品目の導入・拡大のた

めの試験、モデルほ設置に関わる経費の助成 
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夏季でも変敗しにくいＴＭＲ及び発酵ＴＭＲの作製方法 

古畑祥吾 

（畜産試験場） 

 

要  約 

 ＴＭＲ（Total Mixed Rations）は粗飼料と濃厚

飼料を混合給与するもので、夏季の温度が高い日に

はカビや酵母の働きによって飼槽中で好気的変敗が

進むことなどが課題として挙げられる。そこで、既

存のＴＭＲ調整の際にサイレージ用乳酸菌を添加し

たとうもろこしサイレージの使用すること、ＴＭＲ

調整の際に有機酸を添加すること、発酵ＴＭＲの利

用によって好気的変敗抑制効果について確認した。

サイレージ用乳酸菌を添加して作製したとうもろこ

しサイレージをＴＭＲに使用することで半日以上、

1.0％の酢酸又は 1.0％のサイレージ用乳酸菌を添

加することで半日程度、1.0％のギ酸又は 1.0％の

プロピオン酸を添加することで１日程度、飼槽にお

けるＴＭＲの好気的変敗による温度上昇を抑制でき

た。また、発酵ＴＭＲは開封時に一定の発酵品質で

あれば、好気的変敗が１週間程度抑制できることが

確認できた。 

 

背景および目的 

ＴＭＲ（Total Mixed Rations）は粗飼料と濃厚

飼料を混合給与するもので、牛の選択採食性を防ぐ

ことなどによって健康状態の維持や飼料効率の向上

が期待できる。一方で、夏季の温度が高い日にはカ

ビや酵母の働きによって飼槽中で好気的変敗が進む

ことや毎日調製する必要があることが課題として挙

げられる。 

そこで、既存のＴＭＲ調整の際にサイレージ用乳

酸菌を添加したとうもろこしサイレージを使用し、

好気的変敗の抑制効果を確認した。また、ＴＭＲ調

整の際に有機酸を添加することによって好気的変敗

の抑制効果を確認した。 

近年ではＴＭＲ調整後に密閉容器内で嫌気発酵さ

せた発酵ＴＭＲの利用が増えてきている。発酵ＴＭ

Ｒは貯蔵性に優れ、好気的変敗の抑制にも有効と考

えられる。そこで、長期利用可能な発酵ＴＭＲの発

酵品質および好気的変敗の抑制効果を確認した。 

 

材料および方法 

（１）乳酸菌製剤添加サイレージを用いたＴＭＲ

の好気的変敗の抑制効果 

2021 年９月、飼料用とうもろこし収穫時に試験

区にサイレージ用乳酸菌であるサイマスターSP(雪

印種苗株式会社）を規定量（乳酸菌50g/材料草10t）

添加し、細断型ロールベーラを用いてロールサイレ

ージを調製した。サイマスターSP はとうもろこし

サイレージの変敗抑制を目的とした乳酸菌製剤で、

乳酸菌を減少させずに酢酸を生成できる特徴を持つ。 

2022 年８月に作製したとうもろこしサイレージ

と冷凍保存後に解凍したプレＴＭＲ計６kg を採取

し容器に詰め、室温で保管し温度変化を調べた。 

（２）ＴＭＲにおける各種添加材利用による好気

的変敗抑制効果 

ＴＭＲ６kg に好気的変敗抑制効果が期待できる

添加材として重量比 1.0％の酢酸、同ギ酸、プロピ

オン酸及びサイマスターSP を混合した後に容器に

詰め、25℃に設定した恒温機内で温度変化を調べた。 

（３）発酵ＴＭＲの発酵期間及び発酵温度による

好気的変敗抑制効果 

2022 年８月に畜産試験場で利用されている泌乳

牛用発酵ＴＭＲ６kg を採取し容器に詰め、室温で

保管し温度変化を調べた。また、開封直後及び開封

１週間後のサンプルについて pH 及び有機酸を調べ

た。 

発酵TMRの発行品質の確認のためにＴＭＲ２kgを

ポリ袋に密封後に掃除機で脱気し、30℃又は 20℃

の恒温器内で発酵させて発酵ＴＭＲを作製した。無

処理区（密封発酵０日）、密封発酵後１、２、３、

７、10、14 日のサンプルをそれぞれ採取し、25℃

の恒温器内で温度変化を確認した。また、それぞれ

のサンプルについて開封直後及び開封後１週間後の

サンプルのｐH、乳酸濃度及び酢酸濃度を確認した。 

 

結果および考察 

（１）乳酸菌製剤添加サイレージを用いたＴＭＲ

の好気的変敗の抑制効果 

作製したＴＭＲの品温が室温よりも５℃高くなっ

た場合に好気的変敗による温度上昇が確認できたと

設定した。設定した温度に到達した時間は乳酸菌添

加サイレージを利用した乳酸菌添加サイレージを

37％混合した試験区①が 29 時間、乳酸菌添加サイ

レージを 47％混合した試験区②が 27.5時間だった。
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一方で無添加サイレージを 37％混合した対照区①

が 10.5時間、無添加サイレージを 37％混合した対

照区②が 11 時間だった。このことから乳酸菌製剤

添加サイレージを利用することで好気的変敗による

温度上昇を半日程度抑制できた。 

図１ 乳酸菌添加サイレージ及び無添加サイレー

ジを用いたＴＭＲ調整後の温度変化（2022 年、畜

産試験場） 

（２）ＴＭＲにおける各種添加材利用による好気

的変敗抑制効果 

作製したＴＭＲの品温が 30℃より高くなった場

合に好気的変敗による温度上昇が確認できたと設定

した。30℃に到達した時間は1.0％の酢酸区で18.5

時間、1.0％ギ酸区で 45 時間、1.0％プロピオン酸

区で 36.5 時間、1.0％サイレージ用乳酸菌区 11.5

時間、無処理区で８時間だった。 

無処理区と比較して、各試験区で一定の好気的変

敗抑制効果が確認されたが、特に 1.0％ギ酸及び

1.0％プロピオン酸添加区において、無処理区と比

べて１日以上の温度上昇の抑制効果が確認された。 

図２ 添加材を加えたＴＭＲの温度変化（2021

年、畜産試験場） 

（３）発酵ＴＭＲの発酵期間及び発酵温度による

好気的変敗抑制効果 

１週間の試験期間中において発酵 TMR の品温は

30℃以下に保たれ、好気的変敗が原因とみられる温

度変化は確認できなかった。開封直後と開封１週間

後を比較して、pH 及び有機酸に大きな変化は見ら

れなかった。以上の結果から発酵ＴＭＲは好気的条

件下において１週間は変敗しないことが確認できた。 

表１ 発酵ＴＭＲ開封後の pH および有機酸

（2022年、畜産試験場） 

発酵ＴＭＲの発行品質の確認試験において 30℃

で作製した発酵ＴＭＲ30℃を超えるものはなかった。

20℃で作製した発酵ＴＭＲは密封発酵後１日、２日

及び３日のサンプルで好気的変敗とみられる 30℃

以上になる温度上昇が確認された。 

図３ 30℃で発酵させた発酵ＴＭＲの 25℃恒温槽

内の温度変化（2020年、畜産試験場） 

図４ 20℃で発酵させた発酵ＴＭＲの 25℃恒温槽

内の温度変化（2020年、畜産試験場） 

pH の調査では 30℃で作製した発酵ＴＭＲは 20℃

で作製した発酵ＴＭＲと比べて速やかな pH の低下

が見られた。乳酸および酢酸の調査でも同様に

30℃で作製した発酵ＴＭＲは 20℃で作製した発酵

ＴＭＲと比べて速やかな乳酸の増加が見られた。温

度変化の結果と合わせて発酵 TMRは開封時に pH4.9

以下、乳酸濃度 1.85％FM以上又は酢酸濃度 0.77％

FM 以上であれば、好気的変敗による温度上昇を１

週間程度抑制できることが確認できた。 

図５ 発酵温度ごとの pH の推移（2020 年、畜産
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試験場） 

図６ 発酵温度ごとの乳酸濃度の推移（2020 年、

畜産試験場） 

図７ 発酵温度ごとの酢酸濃度の推移（2020 年、

畜産試験場） 
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低 CP・低 ME 飼料給与が「長交鶏 3 号」の胸部水疱形成に与える影響 

〇小林憲一郎     

（畜産試験場） 

 

要約 

低濃度飼料の給与は、「長交鶏３号」の生産性とアニマルウェルフェア（以下、AW）を

向上させる。一方、低濃度飼料の給与は、胸部水疱の発生リスクを増加させる報告がある。

そこで、低濃度飼料の給与と「長交鶏 3 号」における胸部水疱の発生との関連性について調

査した。試験は 29 日齢の「長交鶏３号」を各区 40 羽、１反復で実施した。試験区は粗蛋

白質と代謝エネルギーが低い低濃度飼料（CP16.0％以上、ME2,975kcal/kg 以上）を給与し

た。対照区はブロイラー肥育後期飼料（CP18.0％以上、ME3,200kcal/kg 以上）を給与した。

100日齢の体重は雄雌ともに試験区の体重が低い傾向が見られたが、有意差は認めなかった。

100日齢時の胸部水疱スコアは、試験区のほうが対照区よりも雌雄ともに高かった（雄p=0.015

，雌 p=0.0065）。70 日齢の雄において、試験区のほうが対照区よりも総コレステロールが

低下した(p=0.046)。解体調査において、雄は試験区で対照区よりもムネ肉の重量低下を認

めた（p=0.0013）。以上の結果から、低濃度飼料給与は胸筋の発育を低下させ、胸部水疱の

発生リスクを増加させる可能性が示唆された。「長交鶏３号」で胸部水疱が多発する場合は、

敷料等の飼育環境に加えて、栄養状態の改善を図る必要がある。 

 

１ 背景 

アニマルウェルフェア（以下、「AW」）は、

「1 飢え・乾きからの自由」、「2不快から

の自由」、「3痛み・負傷・病気からの自由」、

「４本来の行動がとれる自由」、「５恐怖・抑

圧からの自由」の 5 つの自由の原則を理念

とするもので、欧米を中心に国際的な広がり

が見られる。2023年 7月に農林水産省が AW

に関する飼養管理指針（以下「AW指針」）を

制定したことから、国内でも畜産業に対する

AW の実践が求められている 

胸部水疱は、胸ダコとも呼ばれ、胸部皮下

における水疱形成を特徴とする。床面からの

持続的圧迫が主な原因で、発生率はブロイラ

ーでは 10.7％、「長交鶏 3 号」では約 60％

と報告されている。対策として、敷料の増量

が有効とされる。胸部水疱は、AW指針にお

いて快適性モニタリング項目の一つとされて

いるほか、中抜きと体の商品価値を低下させ

る。そのため、胸部水疱は生産性と AW向上

の観点から発生を予防する必要がある。 

「長交鶏 3 号」は、長野県が開発した新

たな地鶏で、父系に「軍鶏 834系統」、母系

に「名古屋種 87系統」を交配し、100日齢

で雄 3.5kg、雌 2.5kgの発育が望める。「長

交鶏 3号」の飼料給与体系では、21日齢以

降はブロイラー肥育後期飼料を給与するこ

ととしている。しかし、本飼料はブロイラー

に比べて発育のゆるやかな地鶏へ給与する

飼料としては栄養価が高いと考えられる。 

現在、国内では地鶏に適した低濃度料の給

与が研究されており、「長交鶏３号」でも産

肉性向上や内蔵脂肪蓄積の軽減効果など、

生産性とAWを向上させる効果が認められて
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いる。一方、低濃度飼料の給与は胸部水疱の

発生リスクを上昇させることが報告されてい

ることから、今回、低濃度飼料の給与が「長

交鶏 3 号」の胸部水疱形成に及ぼす影響を

調査した。  

 

２ 材料および方法 

今回の試験は、29 日齢の「長交鶏 3 号」

を使用した。飼育は平飼いで飼育密度を5羽

/ｍ2とした。なお、本試験では、胸部水疱発

生に対する敷料の影響を低減するため、敷料

の厚みを 20cmとした。 

試験区にブロイラー肥育後期飼料と採卵

鶏大雛用飼料を 1：1 で混合して粗蛋白質（

以下、「CP」）と代謝エネルギー（以下、「ME」

）を抑えた低濃度飼料（CP16.0％以上、

ME2,975kcal/kg 以上）を給与した。対照区

は、従来どおりブロイラー肥育後期飼料（

CP18.0％以上、ME3,200kcal/kg 以上）を

給与した。供試羽数は、1区 40羽を 1反復

とした。 

調査は、29〜100日齢までの間で定期的に

体重測定を実施した。また、調査期間中の飼

料摂取量を調査した。全羽を対象として 100

日齢における胸部水疱スコアを観察した。さ

らに、栄養の充足度を確認するため、70日

齢における血清生化学検査を実施した。測定

は富士ドライケム 3500V を使用し、総タン

パク質、アルブミン、グルコース、中性脂肪、

総コレステロール、GOT を測定した。107

日齢で解体調査を常法により実施して、産肉

成績を調査した。 

胸部水疱スコアは水流らが過去に報告し

た方法に従って分類した。すなわち、スコア

1 は異常なし、スコア 2は胸部脱毛あり、水

疱なし、スコア 3 は胸部脱毛あり、軽度水

疱あり、スコア 4 は胸部脱毛あり、水疱あ

りとした。 

 

３ 結果 

両区ともに 40羽中 1羽が脚弱を発症した

ため、その 1羽を除いた 39 羽で結果を集計

した。体重の推移は、雄雌ともに対照区に比

べて試験区は体重が低い傾向が見られた。と

くに、42日齢の雌では統計的に有意な差が

認められた。100日齢の平均体重は、雄が試

験区で 3890g、対照区で 4020ｇ、雌が試験

区で 2680ｇ、対照区が 2790g と、試験区よ

りも対照区が高い傾向が見られたが、有意差

はなかった（図１）。飼料要求量は試験区が

高い結果となった（表１）。 

100 日齢における試験区と対照区の胸部

水疱スコアは、雄雌ともに試験区のほうが対

照区に比べて有意に高い値を示した（図２）。 

血清生化学検査の結果は雄雌別に、70日

齢の両区の平均値を示す。雄では 70日齢の

総コレステロールが試験区よりも対照区で

高かった（表２）。 

 

図 1 低濃度飼料が「長交鶏 3 号」の発

育に及ぼす影響 
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表１ 低濃度飼料が「長交鶏 3 号」の育

成率及び飼料要求率に及ぼす影響 

 

 

 

図２ 低濃度飼料が「長交鶏 3 号」100 日

齢時の胸部水疱スコアに及ぼす影響 

a-b 間：p = 0.015, c-d 間：p = 0.0065 

 

表２ 低濃度飼料が「長交鶏 3 号」におけ

る血清生化学値に及ぼす影響 

 

日齢：70 日齢。測定方法：富士ドライケム 3500V、測定項目：総タンパク質（TP）、アルブミン（ALB）、血糖（

GLU）、中性脂肪（TG）、総コレステロール（TCHO）、グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミラーゼ（GOT）。そ

の他の試験方法は図 1 と同じ。測定値は 4 標本の平均値±標準偏差を表す。二元分散配置分析により統計処理を行

った。a-b 間 p = 0.046 

 

表３ 低濃度飼料が「長交鶏 3 号」の産肉成

績に及ぼす影響 

 

解体調査は、108日齢で実施した。各区雄

雌それぞれ 100 日齢の体重が平均体重に近

い 2 羽を選抜して調査した。胸部水疱スコ

アは試験区の雄 1 羽が４であった以外は、

すべて 1 または 2 の個体だった。雄ではム

ネ肉が、対照区に比べて試験区で有意に低か

った。また、ささみについても有意差はない

ものの、試験区の方が低い傾向が見られた（

表３）。一方、雌では試験区のムネ肉重量が

高い傾向が認められた。また、今回の試験で

は、低濃度飼料の給与による腹腔内脂肪減

少の効果は認められなかった。 

 

４ 考察 

低濃度飼料の給与による胸部水疱の発生

リスクが上昇する原因は、これまで運動量の

低下によると考えられてきた。今回の試験で

は、雄において血清生化学試験の結果から、

低濃度飼料給与が栄養不足をもたらして胸

部筋肉の発育不良を起こした可能性が示唆

された。胸部筋肉の発育不良は、胸骨への負

荷の増加を引き起こし、胸部水疱発生リスク

が上昇すると推察された。一方、雌は試験区

のムネ肉重量が高い傾向が認められたが、胸

部水疱の発生リスクも上昇しており、雄と同

様のメカニズムが働いているかについては明

確にできなかった。今後は胸部水疱スコアス

コアと胸部筋肉重量の関連性について詳細

な調査を実施したい。 

本調査の結果から、胸部水疱が多発する農

場では、敷料等の飼育環境の改善や感染症へ

の対応に加えて、栄養状態の改善が必要であ

ると考えられた。栄養状態の改善は、体重測

定、飼料要求量、血清生化学検査を実施し、

栄養不足の場合は給餌器の増設など飼料給

与方法の改善が必要である。 

 

飼料 

敷料厚 

区 低濃度飼料区   対照区    （参考） 

n = 24      n = 19     n = 17 

雄鶏 

低濃度飼料区  対照区   （参考） 

n = 15      n = 20     n = 16 

雌鶏 
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      豚の希少品種「マンガリッツア」種の飼養特性 

           （長野県農業大学校 農学部 畜産研究科）   〇小川 さら 

 

研究目的 

 畜産試験場には、国内の公共試験場で唯一マ

ンガリッツァ種が飼育されている。マンガリッ

ツァ種の雌雄双方を飼育している農場は国内に

数農場しかなく希少品種であり、ブランド豚肉

として有望だと考えられる。しかし、マンガリ

ッツァ種の発育や飼料効率、肉質に関する報告

は少ない。そこで、マンガリッツァ種による肉

豚生産のための基礎データを得ることにより、

今後のマンガリッツァの利用に貢献することを

目的とした。  

 

マンガリッツァ種の概要 

品種改良により、1833年に生み出されたハ

ンガリー固有の希少種の豚で、全身が羊のよう

な毛で覆われていることから「ウーリーピッグ

(毛むくじゃらの豚)」と呼ばれ、寒さに強いこ

とが大きな特徴である（図１）。肉質として

は、一般の豚肉よりも霜降り率が高く、肉の色

は赤褐色で濃く、牛肉に似た肉質と言われてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ マンガリッツァ種肥育豚 

 

マンガリッツァ種には、ブロンドマンガリッ

ツァ、スワローベリーマンガリッツァ、レッド

マンガリッツァおよび絶滅したとされるブラッ

クマンガリッツァの４つの系統がある。 

マンガリッツァ種は、20世紀初めには約1

千万頭飼育されていたが、1991年には191頭ま

で激減し、その後、国を挙げての保護策により

絶滅を免れた。その後 2004年にハンガーの国

宝に指定された。これにより 2017年には5万

頭程度に回復している。 

日本では2016年から静岡県・北海道・神奈

川県の3農場が導入を開始した。 

 

図２ マンガリッツァ種の系統 
（手前からブロンド、スワローベリー、レッド） 

 

 畜産試験場では令和３年度に種豚を導入し、

飼養を開始した。図３左側が雄、右側が雌、下

が純粋子豚で、出生直後は縞模様があるが、成

長に伴い模様が消え、種豚のような毛色とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図３ 畜産試験場のマンガリッツァ種  

 

現在、畜産試験場では雌４頭・雄２頭の種豚

を飼養しており、成豚の体重は表１のとおり

で、雌は３産離乳時（25ヶ月齢）で146㎏と

WL・中ヨークシャー種・バークシャー種と比較

してマンガリッツァ種が小型の品種であること

がわかる。雄は13か月齢で約 115㎏、25ヶ月

齢で約210㎏になっており、雌より体重が増加

している。 
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表１ マンガリッツァ種豚の体重 

 

材料および方法 

１ 繁殖成績の調査 

 マンガリッツァ種２頭、WL20頭の３産次ま

での繁殖成績を調査した。 

マンガリッツァ種の飼養方法は、妊娠ストー

ルを使用せず（図４）、授乳時は分娩３日目以

降ストールを開放して飼養した（図５）。調査

項目は、受胎率・在胎日数・産子数・離乳頭

数・産子の出生体重および離乳体重とした。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図４ 妊娠期の飼養状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 授乳期の飼養状況 
（分娩３日後まで分娩ストール内で飼養） 

 

２ 肥育試験 

 令和５年２月５日生まれのマンガリッツァ種

８頭(雌3頭、去勢3頭、雄：2頭)を用い、令

和５年５月から調査を開始した。飼養方法は、

試験肥育豚舎に移動後の 13週齢(91日齢)か

ら、雌・雄・去勢を各 1豚房に振り分け、子豚

育成兼肉豚肥育配合飼料ニューグロアーＤＸ

（TDN:80％以上、CP:15.5％以上）を不断給餌

し、自由飲水とした。 

 調査項目は、発育成績の調査として、体重・

体測尺(体長・体高・胸幅・胸囲・胸深・後

幅・前幅)、飼料効率の調査として飼料摂取量

から飼料要求率と飼料コストを算出した。 

調査結果を、令和５年３月27日生まれの

WLD６頭(去勢６頭)の肥育成績と比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 肥育試験豚の飼養状況 

 

３ 枝肉成績の調査 

肥育試験は現在継続中であるため、令和４年

12月生まれのマンガリッツァ種 雌３頭（12

か月齢と畜）の枝肉について、枝肉重量・枝肉

歩留り・背脂肪の厚さおよびロース断面積を調

査した。 

 

結果および考察 

１ 繁殖成績 

マンガリッツァ種およびWLの繁殖成績を表

２に示した。マンガリッツァはWLと比べると

産子数・離乳頭数が半分程度であり、子豚の生

産頭数は少ないが、のべ６回の分娩で死産は０

頭、哺乳期の死亡子豚数は１頭とWLより少な

かった。また、子豚の出生体重はマンガリッツ

ァ種がWLDより大きいことが分かった。これら

のことから、産子数が少ない分、均等に親から

の栄養が行き届きやすいため、マンガリッツァ

種のほうが子豚の出生体重が大きく、哺乳中の

死亡が少なかったのではないかと考えられる。 

受胎率、離乳時の子豚体重および在胎日数等

は大きな差は見られなかった。 

 

 

産次 月齢 体重 

初産離乳時体重 15か月齢 約121.5kg 

2産次体重 20か月齢 約135.5kg 

3産次体重 25か月齢 約146.3kg 
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日齢 74日 115日 164日

体重 37.5kg 72.4kg 125.6kg

体長 66.9cm 88.2cm 113.7cm

胸囲 68.8cm 91.8cm 119.2cm

体高 41.0cm 53.3cm 68.0cm

日齢 98日 200日 305日

体重 35.6kg 79.3kg 109.9kg

体長 77.6cm 107.2cm 119.2cm

胸囲 83.6cm 108.7cm 125.1cm

体高 49.8cm 59.3cm 68.7cm

 

表２ マンガリッツァ種およびWLの３産次までの繁殖成績 

 
 

２ 肥育試験 

マンガリッツァ種および WLDの体重の推移を

図７および表３に示した。50日齢を過ぎたこ

ろから体重の差が開き始め、WLDは150日齢ま

で大きく上昇を続けているが、マンガリッツァ

は体重の増加が緩やかで 150日齢以降さらに緩

やかとなっている。136日齢時のマンガリッツ

ァ種の体重はWLDの1/2程度だった。 

出生時からの1日平均増体重ではWLDの半分

以下だが、標準偏差はマンガリッツァが小さ

く、バラツキも小さいことが分かった。 

試験調査中は、両品種とも下痢等の疾病の発

生はなかった。 

マンガリッツァ種の雌雄、去勢別では 250日

齢を過ぎた頃から雄が大きく差が開き始めてい

ることがわかる（図８）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
図７ マンガリッツァ種およびWLDの出生時からの発育               図８ ＭＧの性別発育状況 

 

表３ マンガリッツァ種および WLDの出生時からの発育成績 

 

マンガリッツァ種とWLDの体側尺値を表４お

よび表５に示した。日齢で比較をすると成長速

度に大きな差があり比較が困難なため、体重に

視点を置いて比較した。全体を通して体長、胸

囲、体高においてWLDよりもマンガリッツァ種

が大きくなっていた。マンガリッツァ種は毛を

多くまとっているため外見上大きく見られる

が、実際にWLDよりも大きいことが分かった。 

 

表４ マンガリッツァ種の体側尺値            表５ WLDの体側尺値 

 

 

 

 

 

 

 

品種 産次 AI回数 交配方法 受胎率(％) 在胎日数(日) 産子数(頭) 出生体重(㎏) 離乳頭数(頭) 離乳体重(㎏)

MG 3産目まで 2.5 AI 100 115.7 7.5 1.44 7.4 6.2

WL 3産目まで 2.8 AI 92.3 115.5 16.4 1.22 12.6 6.3

日齢 0 29 65 108 136 142 333 DG (g/day）

MG 1.22kg±0.08 5.87kg±0.68 17.8kg±1.14 40.1kg±2.22 55.1kg±3.07 － 118.6kg±13.7 353

WLD 1.51kg±0.06 6.22kg±1.13 24.6kg±3.06 71.2kg±7.35 105.8kg±7.49 114.1kg±7.90 － 793
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マンガリッツァ種とWLDの飼料摂取量、飼料

要求率を表６および表７に示した。マンガリッ

ツァ種はWLDに比べ肥育期間が長いため飼料摂

取量が多いが、飼料要求率も 5.11ととても高

くWLDの約1.8倍となった。ただし、マンガリ

ッツァ種は飼料を給餌器外にかき出して遊ぶ子

が多く正確な値とは言えない。 

 

 

表６ マンガリッツァ種の飼料要求率        表７ WLDの飼料要求率 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 枝肉成績 

表８にマンガリッツァ、表９にWLDの枝肉成

績を示した。屠殺前体重、枝肉重量は大きな差

はなく、マンガリッツァの歩留りは良好だが、 

背脂肪厚はWLDの2倍程厚く、ロース芯は小さ

いことが分かる。マンガリッツァはラードタイ

プの品種で脂肪の付着量が多いとされており、

予想どおりの結果となった。 

 

表８ マンガリッツァ種の枝肉成績         

 

表９ WLDの枝肉成績 

 

屠殺前には、枝肉への毛の付着防止のため毛

刈りを実施した。図９が毛刈り前、図10が毛

刈り後の被毛の状況で、人用のバリカンとはさ

みでカットした。 

枝肉の外観と胸椎切断面としては、脂肪付着

が多く、ロース断面積が小さいことが分かった

（図11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 出荷前の被毛の状況              図10 毛刈り後の被毛の状況 

 

 

MG 屠殺前体(kg） 枝肉重量(kg） 歩留り(％） 背脂肪(cm） ロース断面積(㎠） 

平均 119.6 83 69.4 4.8 16.5 

標準偏差 2.7 2.6 1.7 0.1 1.3 

WLD 屠殺前体(kg） 枝肉重量(kg） 歩留り(％） 背脂肪(cm） ロース断面積(㎠） 

平均 123.8 82.5 66.7 2.3 21.5 

標準偏差 6.2 4.2 0.9 0.3 4.1 

頭数 8頭　

飼料摂取量 3596.94kg

1頭あたりの飼料量 448.40kg

1頭平均増体重 87.8kg

飼料要求率 5.11

頭数 6頭

飼料摂取量 1252.18kg

1頭あたりの飼料量 208.7kg

1頭平均増体重 73.8kg

飼料要求率 2.83
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図11 マンガリッツァ種の枝肉外観と第４-第５胸椎間切断面の状況 

 

まとめ 

〇生産性 

繁殖成績から、マンガリッツァ種はWLと比

べると母豚あたりの子豚生産頭数が半分程度で

あり、生産コストは２倍近い可能性がある。肥

育豚の発育はWLDの半分以下で、通常の枝肉重

量を得るために12か月齢まで肥育が必要で畜

舎の利用効率が低い。肥育豚の飼料要求率は

WLDの1.8倍で、飼料コストも 2倍近い可能性

がある。 

〇飼養管理 

哺乳子豚の死亡はほとんどなく、繁殖豚は母

性が強く肢蹄も強い。また、種豚が小さく、飼

養管理における管理者の負担は少ない。 

肥育豚の死亡や疾病の発生も見られず、強健

で耐病性が高いと思われる。これらのことか

ら、飼養管理は省力化が期待できる。ただし、

性格的にはやや神経質の傾向がある。 

〇ブランド化に向けて 

枝肉の脂肪付着量が多い特徴がある。今後、

肉質や脂肪の分析、食味の特徴を調査し、品種

の希少性とともに食肉としての特徴を明らかに

して生産コストを上回る高価格販売を目指すと

ともに、他品種との交雑利用について検討する

必要がある。 
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はじめに 

一般的に酪農現場で廃棄されることが多い

余剰乳（移行乳やパイプライン残乳）を原料と

する発酵乳は、子牛に給与することで「子牛の

下痢軽減」等のプロバイオティクスとしての効

果が期待されている。また、「乳廃棄量が減ら

せる」、「代用乳購入費の節約」等の利点もある。 

しかし、発酵乳作製には、「室温で作製され

るため時間がかかる」、「農家ごとの技術差」、

「品質面等での安全性への不安」等の課題があ

る。 

今回、初乳・移行乳殺菌装置として農家に普

及しているパスチャライザーに着目、発酵乳作

製装置としての利用可能性を検討した。パスチ

ャライザーで発酵乳が作製できれば、季節に関

係なく短時間で品質の安定した発酵乳が得ら

れることになる。また、併せて余剰乳が確保し

難い肉用牛繁殖農家でも発酵乳を利用しやす

くすることを目的として、代用乳からの発酵乳

作製についても検討した。 

さらに、余剰乳と代用乳から作製した発酵乳

の子牛への給与と嗜好性についても調査した

ので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的と項目 

１ 目的 

一般的に農家で子牛に給与されている発酵乳

は数日かけて室温で作製されることが多いが、

その衛生面、保存、給与量、および給与方法の

検討は十分にされていない。 

そこで今回、余剰乳及び代用乳から初乳・移

行乳殺菌装置であるパスチャライザーを用い

た発酵乳作製が可能かを検討した。 

 

２ 項目 

（１）発酵乳作製に適する乳酸菌資材の検索 

市販ヨーグルトメーカーと市販牛乳を

用い、発酵乳作製に適する乳酸菌資材（ス

ターター）を調査した。 

（２）パスチャライザーを用いた発酵乳作製方

法の検討 

   パスチャライザーで余剰乳からの発酵

乳作製条件を検討した。 

（３）パスチャライザーを用いた発酵代用乳作

製方法の検討 

   パスチャライザーで代用乳からの発酵

乳作製条件を検討した。 

パスチャライザーを用いた余剰乳及び代用乳による発酵乳作製の検討 

○江藤千寛・滝沢彩乃 

要  約 

初乳・移行乳殺菌装置であるパスチャライザーは、母乳を介して子牛へ伝播する病原体を予防

する装置として近年普及している。また、発酵乳はプロバイオティクスを期待して、余剰乳等か

ら作製され子牛へ給与されることが多い。今回、このパスチャライザーを用いて余剰乳と代用乳

から発酵乳作製が可能であるかを検討した。発酵乳作製のスターターとなる乳酸菌資材は、発酵

時間からBifidobacterium longum subspを主菌とするヨーグルト(市販ヨーグルトⅡ)を選択した。

余剰乳からの発酵乳作製では、余剰乳に市販ヨーグルトⅡを５%及び１%添加、パスチャライザー

で41℃24時間加温し、経時的にpHを測定したところ、５%添加区は約4時間、１%添加区は約６時

間で発酵乳の指標となるpH5.3以下に到達した。代用乳からの発酵乳作製では、通常型と蛋白強

化型代用乳で検討した。なお、代用乳２種ともに保管容積の削減等を目的として通常濃度及び２

倍濃縮での作製条件を調査した。各代用乳に市販ヨーグルトⅡを５%及び１%添加し、パスチャラ

イザーで41℃８時間加温し、経時的にpH測定、発酵後にLST値の測定を行ったところ、各代用乳

とも５%添加区で約４時間、１%添加区では約６時間でpH5.3以下に到達した。余剰乳及び代用乳

由来発酵乳ともに子牛への給与において、嗜好性や安全性等に問題は認められなかった。パスチ

ャライザーは余剰乳・代用乳による発酵乳の作製に有用と考察された。 
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（４）子牛への給与 

   作製した発酵乳を子牛へ給与して血液

生化学性状や嗜好性を調査した。 

 

方法及び結果 

1 発酵乳作製に適する乳酸菌資材の検索 

(１)発酵乳作製に適する乳酸菌資材の検索 

ア 方法 

発酵乳作製に適する乳酸菌資材を検討し

た。乳酸菌資材の検索に使用した資材は以

下のとおりとした。 

・市販ヨーグルトメーカー（PYG-15、アイリ

スオーヤマ株式会社） 

・市販牛乳 

・乳酸菌資材 

なお、市販ヨーグルトメーカーは殺菌工

程が備わっていないため、原料には殺菌済

みの市販牛乳を用いた。乳酸菌資材は A 飼

料が T、M、Y 社製の 3 製品、市販ヨーグル

ト 2製品を検討した（表１）。 

 

表１ 乳酸菌資材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的なヨーグルト作製方法である 10％

添加法を参考に、各乳酸菌資材の１～20%の

６添加区を設け 40℃で培養、４、６、８、

10、12、24時間で pH を測定し、発酵乳の基

準である pH5.3 以下に最短で達する乳酸菌

資材を調査した。 

 

イ 結果 

各社 A 飼料は、発酵乳基準である pH5.3

以下への到達時間が、１～５%添加で 12～24

時間、10％以上の添加でも６～12 時間を要

した。一方、市販ヨーグルトは全区で 12時

間以内に pH5.3以下に到達した（表２）。ま

た、市販ヨーグルトⅡの方がⅠよりわずか

に発酵速度が早かった。以上から、発酵乳

作製に適する乳酸菌資材として乳酸菌 A 飼

料では T 社製、市販ヨーグルトではⅡが有

望であると考えられた。 

 

表２ 各乳酸菌資材添加区が pH5.3 以下に

到達した時間 

 

 

(２) 発酵乳の保存性の検討 

ア 方法 

市販牛乳に乳酸菌 A飼料（T社製）を 10％

添加し、10 時間発酵した発酵乳と、同じく

市販牛乳にヨーグルトⅡを 10％添加し、６

時間発酵した発酵乳を用いて比較した。本

検討における発酵乳作製には市販ヨーグル

トメーカーを使用した。発酵乳をそれぞれ

24 本の滅菌遠沈管（50ml）に分注し、４、

10、20、30℃の温度条件で暗所に保存した。

１日１サンプル開封し 20µlを DHL寒天培地

に塗布し、37℃24 時間培養した後に大腸菌

① T 社製乳酸菌 A 飼料 

Streptococcus faecalis  1 × 10
8 
個 /g 、

Clostridium butyricum 1×10
6 
個/g、Bacillus 

mesentericus 1×10
6
 個/g 

② M 社製乳酸菌 A 飼料 

乳酸菌発酵副産液濃縮物、乳清発酵物 

③ Y 社製乳酸菌 A 飼料 

Lactococcus lactis、Lactobacillus paracasei、

Lactobacillus diolivorans 菌数不明 

④ 市販ヨーグルトⅠ 

Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus 

1×10
7 
個/g、Streptococcus thermophiles 1

×10
 8
個/g 

⑤ 市販ヨーグルトⅡ 

Bifidobacterium longum subsp 2×10
7 

個/g 
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数を計測した。 

 

イ 結果 

市販ヨーグルトⅡでは、20℃と 30℃の保管

１日目と２日目を除き、大腸菌は検出され

なかった。保管１日目と２日目の大腸菌検

出は分注時の混入が原因と考えられた。し

かし、乳酸菌 A飼料（T社）は、20℃と 30℃

の保管３日目以降に大腸菌が検出された。

以上から、T 社製乳酸菌 A飼料及び市販ヨー

グルトⅡを乳酸菌資材として発酵乳を作製

し、10℃以下で冷暗所保管をすると６日程

度までは大腸菌が増殖せずに保管できる可

能性が考えられた（表３）。 

以上の結果から、市販ヨーグルトⅡをパス

チャライザーでの発酵乳作製に用いる乳酸

菌資材として選択した。 

 

表３ 各温度区で保存した場合の大腸菌数 

 
 

２ パスチャライザーを用いた発酵乳作製方

法の検討 

（１）方法 

パスチャライザーは、オリオン機械株式会

社製 MAM12A改造機を使用した。（図１） 

パスチャライザーの容器に 70℃以上の熱湯

を溜め、そこに攪拌羽根を浸漬することで熱

湯消毒とした。消毒後、余剰乳（初乳、移行

乳、パイプライン残乳）10～20L を容器に入

れ蓋を被せセットした。攪拌しながら 60℃で

30 分加温後、熱湯消毒したスプーンを用いて

市販ヨーグルトⅡを１または５%添加し、さら

に 1分間攪拌した。その後、攪拌を停止し 40℃

で４～24 時間加温し、経時的に pH を測定し

た（図２）。なお、本パスチャライザーについ

ては内部の保温プログラム時間の延長改造を

行っている。また、とろみ測定板（サラヤ簡

単とろみ測定板、サラヤ株式会社）を用いて

Line Spread Test 値（以下、LST 値、とろみ

の指標）を測定した。 

 
図１ パスチャライザー本体（左）ととろみ測

定板（右） 

 

 

図２ パスチャライザーを用いた発酵乳作製

方法 

 

（２）結果 

市販ヨーグルトⅡを５%添加した場合は約

４時間、１%添加した場合は約６時間で発酵

乳の基準となる pH5.3以下に到達した（図

３）。５%添加区では６時間以上、１%添加区

では 8時間以上の加温で薄いとろみである

LST値 36～43 を示した（図４）。 
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図３ パスチャライザーで作製した発酵乳の

pH 変化 

 

 

図４ パスチャライザーで作製した発酵乳の

とろみ変化 

 

３ パスチャライザーを用いた発酵代用乳作

製方法の検討 

（１）方法 

発酵代用乳作製には、通常代用乳の「いつ

もバナナ」（日本農産工業株式会社）、蛋白

強化型代用乳である「カーフトップ EXブラ

ック」（全酪連）の２種類について調査した

（表４）。また、代用乳の調整方法として、

通常濃度だけでなく、保管体積の半減と溶

解時間の短縮を目的とした２倍濃縮の２種

類とした。 

パスチャライザーの容器に 70℃以上の熱

湯を溜め、そこに攪拌羽根を数分間浸漬す

ることで熱湯消毒とした。容器に代用乳６L

を投入し、熱湯消毒したスプーンを用いて

市販ヨーグルトⅡを１または５%添加し、１

分間攪拌した。その後、攪拌を停止し、40℃

８時間加温し、経時的に pHを測定した。ま

た、８時間保温後の発酵代用乳の LST 値を

測定した。 

 

表４ 供試代用乳の成分と希釈倍率 

 

 

 

（２）結果 

「いつもバナナ」の通常濃度及び２倍濃縮

の１%区、５%区の全区が約４時間で発酵乳

の基準となる pH5.3 以下となった（図５）。

「カーフトップ EX ブラック」では、１%区、

５%区ともに、通常濃度で約４時間、２倍濃

縮では約６時間で pH5.3 以下となった（図

６）。 

発酵代用乳の８時間発酵時点の LST値は通

常濃度で 41.2～50.6（とろみがつかないか

薄いとろみ）、２倍濃縮で 32.1～34.1（中間

のとろみ）であった（表５）。 

 

 
図５ 通常代用乳いつもバナナで作製した発

酵代用乳の pH変化 
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図６ 強化哺乳代用乳カーフトップ EX ブラッ

クで作製した発酵代用乳の pH変化 

 

表５ 発酵代用乳の８時間発酵時の LST値 

 

 

４ 子牛への給与 

(１)発酵乳の子牛への給与試験 

ア 方法 

パスチャライザーで作製した pH5.3以下の

発酵乳を代用乳慣らしが終わった９～18 日

齢の F１子牛４頭に哺乳バケツを用いて、朝

３L、夕３L 計６L を給与した。対照牛も試

験牛と同頭数、同条件で設定し、N社製代用

乳を朝３L、夕３L計６L給与した。 

試験牛は９日齢と 18 日齢で体重を測定、

血液生化学性状をドライケム 3500V（富士フ

ィルム株式会社）により測定した。 

 

イ 結果 

発酵乳・代用乳ともに嗜好性は良好であり、

哺乳を途中でやめる個体はいなかった。給

与中に試験牛 1 頭で白色軟便になったが、

食欲及び健康状態に問題は見られなかった。 

また、試験牛と対照牛で日増体量に有意な

差はなかった。総コレステロールについて

発酵乳は代用乳に対して低い傾向であった

（表６）。 

なお、余剰乳から作製した発酵乳の成分は

日によって成分が大きく異なる可能性があ

るため、余剰乳のもととなる搾乳牛の泌乳

ステージや給与する子牛の日齢を考慮して

給与量を調整する必要性も考えられた。 

パスチャライザーでの発酵乳作製費は６

L/日給与して、電気代、袋代、人件費等を

考慮せずヨーグルトⅡ（税込 138円、400g/

個）の費用のみで計算した場合、５%添加で

は 103.5 円、１%添加では 21.6 円であり、

代用乳（税込 9,900 円、20kg 袋、250g/２L

給与の商品）は 371.3 円となり、費用面で

も有利であった。 

 

表６ 発酵乳給与子牛結果 

試験牛番号
開始時 終了時 開始時 終了時

体重(kg) 48.4 54.0 51.2 56.1
日増体量DG(kg/日）
総蛋白TP(g/dl) 6.7 5.9 6.0 6.0
アルブミンAlb(g/dl) 2.7 2.8 2.8 2.9
尿素窒素BUN(mg/dl) 8.6 9.2 8.6 10.5
GOT(U/l) 31.3 45.0 33.3 42.3
GGT(U/l) 363.3 119.3 474.3 275.8
総コレステロールTCHO(mg/dl) 89.5 75.3 79.3 102.5
血糖GLU(mg/dl) 105.3 101.0 92.8 104.8
カルシウムCa(mg/dl) 11.9 10.0 10.1 11.2

試験区平均(発酵乳n=4) 対照区平均(代用乳n=4)

0.500.56

 

 

(２)発酵代用乳の子牛への給与試験 

ア 方法 

パスチャライザーで作製し凍結保存した

発酵代用乳３Lを 40℃の流水で溶解後、70℃

以上で湯煎し、子牛への給与温度である

40℃に調整した。凍結保存した２倍濃縮の

発酵代用乳 1.5L は、40℃の流水で溶解後、

40℃のお湯を 1.5L 加え計３L とし、70℃以

上で湯煎し、40℃に調整した。40℃に調整

した両発酵代用乳３L を代用乳の慣らしが

終わった９日から離乳までの F１子牛に哺
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乳バケツを用いて給与し、哺乳時間を計測

した。対照牛（試験牛と同条件）には通常

代用乳「いつもバナナ」通常濃度３Lの哺乳

時間を計測した。 

 

イ 結果 

哺乳時間は、「いつもバナナ」の発酵代用

乳で３分 21秒～４分 14秒、「カーフトップ

EX ブラック」の発酵代用乳で３分５秒～３

分 42 秒だった。哺乳時間ととろみ値に相関

関係はなく、対照であるいつもバナナの哺

乳時間との差も見られなかった（表７）。 

 

表７ 子牛へ発酵代用乳給与したときの哺乳

に要した時間 

 

 

考 察 

今回の結果から、パスチャライザーで発酵乳

を作製する場合、使用する乳酸菌資材は発酵時

間、保存性、入手しやすさ、価格の観点から

Bifidobacterium longum を主菌とする市販ヨ

ーグルトが最も適していると考えられた。 

パスチャライザーを用いることで、発酵乳及

び発酵代用乳いずれも４～６時間で発酵乳の

指標となる pH5.3 以下に達し、容易に発酵乳を

作製できることが判った。また、発酵乳は「薄

いとろみ」～「中間のとろみ」がつくことがあ

るが、子牛の嗜好性が落ちることはなく、食欲

及び健康状態にも影響しないことが判った。 

発酵乳、発酵代用乳ともに、乳酸菌資材１%

添加と５%添加した場合で発酵時間に大きな差

は見られなかったことから、発酵乳作製費削減

の観点から乳酸菌資材１%添加で発酵させるこ

とが望ましいと考えられた。また、保管体積の

半減と溶解時間の短縮を目的とした代用乳の

２倍濃縮による発酵代用乳作製は、通常代用乳

のような希薄な製品には有効であるが、蛋白強

化型代用乳のような濃厚な製品に対してはと

ろみが強く、発酵時に乳酸菌との接触に時間を

要するため不向きであると考えられた。 

パスチャライザーを用いた発酵乳作製は、上

述したようにいくつかの注意点はあるが、数日

かけて室温で作製される一般的な発酵乳作製

に比べ衛生面、発酵品質の安定性、保存性等の

観点から優れていると考えられ、パスチャライ

ザーは余剰乳及び代用乳を用いた発酵乳作製

に有用であると考えられた。 
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交雑種レシピエントによる自然哺乳を活用した黒毛和種子牛の哺育育成技術 

 

○常田将宏  

 

畜産試験場 

 

はじめに 

令和元年度、ホルスタイン種（乳用牛）をレ

シピエントとする受精卵移植（ET）による和子

牛は全体の約 25％を占めており、本県における

和子牛生産を支えている一方、交雑種を用いた

和子牛生産は 4％未満で、多くの交雑種雌牛は

繁殖に活かされることなく、肥育されているの

が現状である。交雑種雌牛のレシピエントとし

ての利用が拡大すれば、和子牛生産頭数の大幅

な増加が可能である。 

しかし、交雑種雌牛をレシピエントとして繁

殖用に仕向ける飼養管理は日本飼養標準に記

載がなく、一般的なものではない。また、交雑

種の繁殖利用の推進にあたっては、交雑種を利

用するメリットを提示する必要がある。 

また、近年、低脂肪高蛋白の代用乳を多量に

給与する「強化哺乳」が高増体子牛を育成する

方法として注目されている。本研究では黒毛和

種に比べ授乳量の多い交雑種をレシピエント

として用い、黒毛和種子牛を分娩させた後、自

然哺乳を行わせることにより、疑似的な強化哺

乳を実現、簡便かつ付加価値のある和子牛生産

技術として確立することを目的とした。 

 

１ 材料と方法 

未経産交雑種レシピエントによる和子牛分

娩後、母牛の飼料給与量で少量給与群と多量給

与群に分け、その後の子牛の哺乳量、発育、母

牛の繁殖性への影響を調査した。飼料給与量は

乳用牛飼養標準を用い、設定を「初産・乳脂率

4.2％・乳量 10kg・体重 500kg」として計算し

た（表１～２）。 

 

 

 

表１ 維持期・分娩１月前の飼料給与量 
 

維持期 分娩１月前 

繁殖雌牛用配合飼料 1.0 kg 1.5 kg 

チモシー乾草 6.0 kg 6.0 kg 

アルファルファヘイキューブ 1.0 kg 1.0 kg 

ビートパルプ 0.5 kg 1.0 kg 

 

表２ 授乳期の飼料給与量 
 

少量給与群 多量給与群 

繁殖雌牛用配合飼料 2.5 kg 3.5 kg 

チモシー乾草 6.0 kg 6.0 kg 

アルファルファヘイキューブ 1.5 kg 2.5 kg 

ビートパルプ 1.5 kg 1.5 kg 

（TDN 充足率） 90 % 110 % 

（CP 充足率） 93 % 111 % 

（DM 充足率） 94 % 111 % 

 

同様の調査を２産次についても行った。２産

次の交雑種レシピエントへの飼料給与は表３

のとおりとし、その他の試験方法については初

産次と同様とした。 

 

表３ ２産次授乳期の飼料給与量 

繁殖雌牛用配合飼料 2.5 kg 

チモシー乾草 6.0 kg 

アルファルファヘイキューブ 1.0 kg 

ビートパルプ 1.5 kg 

稲ワラ 0.4 kg 

場産ソルガムサイレージ 7.0 kg 

 

子牛は乾草飽食、人工乳は完食後増給とした。

離乳は長野県いきいき子牛育成マニュアルに

則り、80日齢より制限哺乳を開始、100日齢を

目途に離乳とした。子牛の哺乳量は母牛の授乳

量とし、15、45、75日齢時に母子を隔離した状
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図１ 和子牛の体重（2020～2022 年度、畜産試験場）

エラーバーは標準誤差を示す。 

図２ 和子牛の体高（2020～2022 年度、畜産試験場） 

エラーバーは標準誤差を示す。 
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図３ 和子牛の胸囲（2020～2022 年度、畜産試験場） 

エラーバーは標準誤差を示す。 
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図４ 和子牛の日増体量（2020～2022 年度、畜産試験場） 

エラーバーは標準誤差を示す。 
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図５ 和子牛の哺乳量（2020～2022 年度、畜産試験場） 

エラーバーは標準誤差を示す。 
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態から 1日 3回哺乳させ、哺乳前後の体重変化

量の合計を測定した。子牛の体測は 105日齢ま

での 15 日ごと、及び出荷日齢である 240 日に

体重、体高、胸囲を測定した。 

 

２ 結果 

全ての和子牛が黒毛和種正常発育曲線上限

値（社団法人全国和牛登録協会：平成 16 年、

以下「正常発育曲線」）を大きく上回る良好な

発育となった（図１～４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少量給与群のほうが交雑種レシピエントの

授乳量（和子牛の哺乳量）は多く、和子牛も

良好な発育となっていることから、分娩後の

交雑種レシピエントへの飼料給与は授乳量に

影響は与えていないと考えられた。黒毛和種

雌牛の初産次での乳量は５kg/日程度とされて

おり、いずれの個体、測定日においても黒毛

和種母牛の乳量を大きく上回っていた（図

５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

240日齢時の体重は少量給与群 322.9±

13.2kg（平均値±標準誤差。以下同じ）、多量

給与群 325.0±22.0kgとなり、育成途中で体

調不良のあった個体もあるが、標準発育曲線

240日齢の去勢上限値 312.4kg、雌上限値

268.5kgと比較して、良好、もしくは極めて

良好であった（表４）。 

表４ 和子牛の 240日齢時の体重 

 240日齢時体重（kg） 

A少量給与♀ 336.2 

B少量給与♂ 326.0 

C多量給与♂ 281.2（去勢 10日後腹部腫脹治療） 

D多量給与♂ 351.5 

E多量給与♀ 342.2 
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図８ 和子牛（2 産目）の体重（2022 年度、畜産試験場）

エラーバーは標準誤差を示す。 
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図 9 和子牛（2 産目）の哺乳量（2022 年度、畜産試験場） 

エラーバーは標準誤差を示す。 

交雑種レシピエントの繁殖性については、

少量給与群の発情回帰日数が平均 98.5±26.5

日に対して、多量給与群は 46.7±8.8日とな

っており、授乳量に比較して少量の飼料給与

が繁殖に悪影響を与えていると考えられた

（表５）。 

表５ 交雑種レシピエント（初産）の繁殖性 

 

試験に用いた交雑種レシピエントはすべて

父牛が同一（悟空２８６）であった。交雑種

レシピエントの母牛（和子牛の祖母：ホルス

タイン）の乳量推定育種価と分娩後 45日の交

雑種レシピエントの授乳量（子牛 45日齢の哺

乳量）の関係を示した（図６）。祖母牛の乳

量推定育種価と授乳量に関連は見られなかっ

た。 

 

 

和子牛 A は制限哺乳開始までほとんど人工

乳を摂取しなかった。また、離乳までに 2.0kg

の人工乳を完食する個体はいなかったため、離

乳前の人工乳 2.0kg/day 完食は困難と判断し、

離乳後に人工乳 2.0kg/day を確実に完食させ、

育成期飼料に切り替えた。なお、和子牛 D、E

は出荷までの全期間同居していたため、それぞ

れの飼料給与量は共通の給与量の 1/2 とした

（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２産目の和子牛は初産和子牛と同様に良好

な増体となったが、最も増体の良かった２産

目和子牛 Aが管理失宜により死亡したため、

90日齢以降は２頭でのデータとした（図

８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交雑種レシピエント A、D、Eについて、初

産次と２産次の授乳量（子牛の哺乳量）を比

較した。和子牛 15日齢時は 2産目のほうが授

乳量が多かったが、45日齢以降は初産のほう

が多かった（図９）。２産目の交雑種レシピ

エント Dに乳房炎が発生していたことが原因

と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分娩 

日齢 

分娩 

難易

度 

発情 

回帰 

日数 

移植 

回数 

空胎 

日数 

その

他 

A 少量給与 766 ２ 72 ３ 154   

B 少量給与 675 ２ 125 ２ 153   

C 多量給与 748 ２ 64 ９ 386 尿膣 

D 多量給与 745 １ 41 １ 108 
 

E 多量給与 702 ２ 35 ３ 140 
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図６ 祖母牛乳量推定育種価と分娩後 45 日の交雑種

レシピエント授乳量の関係 

（2020～2022 年度、畜産試験場） 

 
 

図７ 離乳前の人工乳給与量（kg） 

    （2020～2022 年度、畜産試験場） 
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図 10 和子牛の哺乳量と日増体量（45 日齢） 

    （2020～2022 年度、畜産試験場） 

交雑種レシピエントの２産後の繁殖性につ

いて、発情回帰日数は 57.3±2.3日、受胎に

要した受精卵移植回数は 2.3±0.3回、空胎日

数は 116.7±18.6日であり、良好な成績とな

った（表６）。 

 

表６ 交雑種レシピエント（２産）の繁殖性 

 

和子牛の哺乳量と日増体量の関係につい

て、初産及び２産目和子牛の 15日齢、45日

齢 75日齢時の哺乳量と日増体量には正の相関

（15日齢：R＝0.420、45日齢：R=0.929、75

日齢：R=0.647）があり、45日齢時は特に強

い相関が見られた（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 考察 

レシピエントへの飼料給与や子牛の人工乳

摂取量等について注意点はあるものの、交雑種

レシピエントによる授乳により、高増体の和子

牛育成が可能であり、また交雑種はレシピエン

トとして継続して利用できると考えられた。 

この内容は 2023 年度普及技術「交雑種レシ

ピエントに自然哺乳をさせることで高増体の

黒毛和種子牛を育成できる」として公表した。 

 

  

分娩 

日齢 

分娩 

難易度 

発情 

回帰 

日数 

移植 

回数 

空胎 

日数 
その他 

A 1209 1 53 2 80   

B 1126 1 58 2 130 乳房炎 

C 1125 1 61 3 140 
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